
日
本
統
治
下
の
朝
鮮
に
お
け
る

3e　（866＞

憲
兵
警
察
機
構
（
一
九
一
〇
～
一
九
一
九
年
）

松

田

ロ禾

彦

【
要
約
】
　
本
稿
は
、
朝
鮮
植
民
地
期
初
期
の
武
断
政
治
を
象
隠
す
る
憲
兵
警
察
機
構
を
、
当
時
期
の
植
民
地
財
政
の
緊
縮
と
独
立
運
動
の
後
退
と
い
う
二

つ
の
規
定
要
因
に
即
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
。
憲
兵
警
察
機
構
は
併
合
前
後
の
短
期
間
に
人
員
の
確
保
・
末
端
機
関
の
展
開
を
完
了
し
た
が
、
以
後
は

財
政
条
件
に
規
定
さ
れ
そ
の
規
模
は
停
滞
し
た
。
も
っ
と
も
、
地
方
行
政
費
を
し
の
ぐ
予
算
が
憲
兵
警
察
に
投
入
さ
れ
た
結
果
、
実
質
的
な
地
方
支
配
者

と
し
て
の
憲
兵
警
察
の
地
位
は
固
ま
っ
て
い
っ
た
。
か
か
る
治
安
体
制
は
「
平
穏
」
な
朝
鮮
に
は
不
要
だ
と
の
批
判
を
一
部
か
ら
受
け
る
が
、
治
安
当
局

は
独
立
運
動
の
退
潮
を
必
ず
し
も
楽
観
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
総
轄
国
権
回
復
運
動
を
根
絶
す
る
過
程
で
民
衆
掌
握
の
必
要
性
を
再
認
識
し
た
の
だ
っ
た
。

高
等
警
察
を
重
視
し
、
教
育
や
宗
教
な
ど
の
側
薗
を
中
心
に
民
衆
生
活
へ
の
干
渉
を
行
っ
た
憲
兵
警
察
は
、
や
が
て
第
一
次
大
戦
期
、
ロ
シ
ア
革
命
や
民

族
自
決
主
義
の
影
響
を
察
知
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
般
民
衆
の
経
済
的
窮
境
を
度
外
視
し
機
構
拡
大
の
必
要
も
さ
し
あ
た
っ
て
感
じ
て
い
な
か
っ
た

憲
兵
警
察
機
構
は
、
か
か
る
認
識
を
三
・
一
運
動
に
よ
っ
て
突
き
崩
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
　
史
林
　
七
八
巻
勢
望
　
一
九
九
五
年
＝
月

は
　
じ
　
め
　
に

日
本
が
朝
鮮
を
植
民
地
化
し
た
初
期
の
約
十
年
間
は
「
武
断
政
治
」
期
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
武
官
専
任
の
朝
鮮
総
督
に
広
範
な
権

限
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
と
も
に
、
憲
兵
警
察
欄
度
に
よ
っ
て
植
民
地
支
配
が
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
、
こ
の
時
期
の
支
配
様
式
の
特

徴
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。



　
一
九
一
〇
年
六
月
二
九
日
、
韓
国
併
合
（
八
月
二
九
日
）
に
先
だ
ち
成
立
し
た
憲
兵
警
察
制
度
は
、
憲
兵
隊
と
文
官
警
察
の
二
系
統
の
統
合
と

い
う
形
を
と
り
な
が
ら
も
、
中
央
の
警
務
総
長
、
各
道
の
警
務
部
長
を
、
そ
れ
ぞ
れ
朝
鮮
駐
舗
憲
兵
隊
司
令
官
（
陸
軍
将
官
）
、
同
憲
兵
隊
長
（
憲

兵
佐
官
）
が
兼
任
す
る
こ
と
で
、
文
官
警
察
官
に
対
す
る
指
揮
権
を
憲
兵
が
独
占
的
に
確
保
し
て
い
た
（
図
1
参
照
）
。
ま
た
、
本
来
軍
事
警
察
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
担
う
憲
兵
に
は
普
通
警
察
事
務
を
遂
行
す
る
権
限
が
付
与
さ
れ
、
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図1　憲兵警察機構（概略図）

　　　　　　　　　普通警察系統
（朝鮮総督）

「一一高等讐察課

警務総監部…………保安課
（警務総長）

l
i

y一一警務課

1一庶務課

L一衛生課

＝

宮一

間
島
派
遣
警
察
官

軍事警察系統
（陸・海軍大臣）

　　　［各道］警務部

＝＝　（警務部長）

［
兼
任
］
　
　
　
［
兼
任
］

陸
軍
将
宕
口
　
　
　
憲
丘
ハ
佐
宮

朝鮮駐筍憲兵隊司令部

　（憲兵隊司令官）

［崖道］憲兵隊本部

　（憲兵隊長）

京
城
府
内
直
轄
警
察
署

巡
査
派
出
所

巡
査
駐
在
所

警
備
所

警
察
分
署

警
察
署

憲
兵
出
張
所

憲
兵
派
遣
所

憲
兵
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遣
所

憲
兵
分
隊

出典：朝鮮総督府『施政二十五年史』（1935年）33頁の図を補訂した。

注：勅令第343号「朝鮮駐笥憲兵隊条例」公布（1910年9月10日）直後の
　　組織を想定している。

憲
兵
隊
末
端
機
関
は
警
察
官
署
と
し
て
機
能
し
た
。
そ
し
て
、

開
港
地
や
鉄
道
沿
線
に
は
文
官
警
察
が
、
そ
れ
以
外
の
軍
事
警

察
上
あ
る
い
は
義
兵
鎮
定
上
の
重
点
地
域
に
は
憲
兵
が
、
そ
れ

ぞ
れ
配
置
さ
れ
た
が
、
実
際
に
は
文
官
警
察
の
管
轄
区
域
に
比

し
憲
兵
が
普
通
警
察
事
務
を
行
う
区
域
の
方
が
は
る
か
に
広
大

　
　
　
　
　
　
①

な
面
積
を
占
め
た
。
つ
ま
り
、
憲
兵
警
察
制
度
は
、
機
構
内
で

の
組
織
原
則
の
面
で
も
、
朝
鮮
民
族
に
対
す
る
支
配
の
面
で
も

憲
兵
が
中
枢
的
位
置
を
占
め
る
、
き
わ
め
て
軍
事
色
の
強
い
も

の
だ
っ
た
。
今
日
、
　
一
九
一
〇
年
代
の
朝
鮮
支
配
様
式
は
、

「
武
断
政
治
」
よ
り
も
直
戴
に
「
憲
兵
政
治
」
と
表
現
さ
れ
る

こ
と
も
少
な
く
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
朝
鮮
植
民
地
支
配
に
お
け
る
一
時
代
を
象
徴
す

る
も
の
と
さ
れ
る
憲
兵
警
察
制
度
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の

　
②

専
論
も
出
さ
れ
、
植
民
地
朝
鮮
の
警
察
高
度
研
究
の
中
で
は
比

較
的
蓄
積
の
多
い
分
野
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
先
行
諸
研
究
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は
、
憲
兵
警
察
の
暴
力
的
支
配
の
様
相
を
具
体
的
に
解
明
す
る
こ
と
に
力
点
を
お
ぎ
、
、
一
定
の
成
果
を
あ
げ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研

究
は
、
憲
兵
警
察
の
苛
烈
な
暴
力
性
（
筆
者
も
こ
れ
を
否
定
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
が
）
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
憲
兵
警
察
機
構
が

被
っ
て
い
た
時
代
的
制
約
一
も
し
く
は
こ
れ
を
規
定
し
た
岡
時
代
の
諸
要
因
一
へ
の
目
配
り
を
著
し
く
欠
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　
本
稿
で
は
、
憲
兵
警
察
機
構
の
あ
り
方
を
、
武
断
政
治
期
の
政
治
的
・
経
済
的
状
況
に
即
し
て
理
解
す
る
た
め
に
、
こ
の
時
代
に
固
有
の
二

つ
の
条
件
を
考
慮
し
た
い
。

　
第
一
は
、
財
政
の
状
況
で
あ
る
。
韓
国
併
合
当
時
の
日
本
経
済
は
、
外
債
の
累
積
と
国
際
収
支
の
悪
化
に
よ
り
低
迷
し
て
お
り
、
行
財
政
整

理
に
よ
る
財
政
の
緊
縮
は
植
民
地
経
営
に
お
い
て
も
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
植
民
地
治
安
維
持
機
構
の
物
質
的
基

盤
を
制
約
す
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
だ
ろ
う
。

　
第
二
に
、
一
九
一
〇
年
代
朝
鮮
の
治
安
状
況
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
韓
末
以
来
の
抗
日
義
兵
闘
争
や
愛
国
啓
蒙
運
動
な
ど
の
国
権

回
復
運
動
は
、
基
本
的
に
併
合
初
期
に
鎮
圧
さ
れ
た
。
た
し
か
に
そ
れ
は
、
軍
・
憲
兵
警
察
の
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
が
、
反
面
、

警
察
機
構
に
も
っ
と
も
直
接
的
に
対
峙
し
た
独
立
運
動
が
退
潮
し
て
い
替
ぱ
、
か
え
っ
て
憲
兵
警
察
の
存
在
意
義
が
薄
れ
て
い
く
ー
ー
少
な
く

と
も
治
安
目
標
の
再
構
築
を
迫
ら
れ
る
一
と
い
う
逆
説
も
生
じ
う
る
だ
ろ
う
。
従
来
の
研
究
は
、
憲
兵
警
察
成
立
の
契
機
を
義
兵
闘
争
の
高

揚
と
い
う
点
か
ら
説
明
す
る
が
、
そ
の
鎮
圧
後
、
い
か
な
る
治
安
目
標
が
設
定
さ
れ
た
か
は
十
分
に
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

　
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
状
況
と
の
相
互
関
係
の
内
に
憲
兵
警
察
機
構
の
実
相
を
描
く
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
ま
ず
第
」

章
で
は
、
同
時
代
の
憲
兵
警
察
制
度
批
判
論
と
朝
鮮
総
督
府
側
の
対
置
し
た
論
理
を
あ
わ
せ
見
な
が
ら
、
先
述
の
諸
条
件
を
具
体
的
に
検
討
す

る
。
以
下
、
第
二
章
で
は
、
主
と
し
て
財
政
状
況
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
憲
兵
警
察
機
構
が
構
築
し
た
体
制
を
検
討
し
、
第
三
章
で
は
、
憲
兵

警
察
の
治
安
冒
標
も
し
く
は
治
安
認
識
を
独
立
運
動
の
消
長
と
関
連
づ
け
な
が
ら
考
察
す
る
。
最
後
に
、
武
断
政
治
末
期
に
生
じ
た
朝
鮮
社
会

の
変
動
、
総
督
府
財
政
の
拡
大
な
ど
が
、
憲
兵
警
察
機
構
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
第
四
章
で
扱
う
。
以
上
の
作
業
に
よ
っ
て
、
憲
兵
警
察
機
構
の
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実
態
ば
か
り
で
な
く
、
一
九
一
〇
年
代
の
朝
鮮
社
会
の
様
相
に
つ
い
て
も
い
く
つ
か
の
新
事
実
が
提
示
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
凡
　
　
　
例

　
　
1
　
韓
国
「
併
合
」
、
「
満
洲
」
、
「
京
城
」
（
現
ソ
ウ
ル
）
な
ど
の
括
弧
は
雀
略
し
た
。

　
　
2
　
資
料
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
平
仮
名
・
片
仮
名
は
原
文
の
ま
ま
と
し
、
漢
字
は
嶺
用
漢
字
に
改
め
た
。
ま
た
、
引
用
文
中
の
…
…
は
引
用
者
に
よ
る

　
　
　
略
記
を
表
す
。

　
　
3
　
本
稿
で
は
次
の
よ
う
な
略
記
を
用
い
て
い
る
（
こ
れ
以
外
の
略
記
は
適
宜
示
す
）
。

　
　
　
・
『
朝
鮮
新
聞
』
一
九
一
四
年
一
月
二
〇
β
付
↓
『
朝
鮮
新
聞
』
（
1
4
・
1
・
2
0
）
。
書
簡
、
帝
国
議
会
議
事
録
等
の
日
付
も
同
様
に
略
記
す
る
。

　
　
　
・
第
三
〇
議
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
四
分
科
会
第
四
回
↓
三
〇
・
衆
・
予
土
委
第
四
分
科
会
（
四
）
。

　
　
・
『
朝
鮮
駐
箭
憲
兵
隊
資
料
』
（
法
政
大
学
附
属
図
書
館
多
摩
分
館
所
蔵
）

①
　
糟
谷
憲
～
「
ア
ジ
ア
の
民
族
運
動
と
鍵
本
帝
国
主
義
」
（
『
講
座
日
本
歴
史
』
第

　
九
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
）
一
二
六
頁
。

②
　
植
民
地
期
を
主
た
る
対
象
と
す
る
研
究
の
み
あ
げ
る
。
対
馬
郁
之
進
「
朝
鮮
に

　
於
け
る
憲
兵
警
察
統
一
制
度
の
考
察
」
（
一
）
（
二
）
（
『
法
学
論
叢
駈
第
四
九
巻
第

　
四
、
六
号
、
一
九
四
三
年
一
〇
、
　
一
二
月
）
、
季
壇
根
「
日
帝
総
督
府
釧
憲
兵

　
政
治
外
　
思
想
弾
圧
」
（
『
韓
圏
思
想
』
筋
八
輯
、
　
一
九
六
六
年
・
早
月
）
、
姜
徳
相

　
「
憲
兵
政
治
下
の
朝
鮮
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
第
三
二
　
号
、
一
九
六
七
年
二
月
）
、

李
夕
照
「
三
二
運
動
以
前
憲
兵
警
察
制
潮
性
格
」
（
『
三
二
運
動
五
〇
周

　
年
紀
念
論
集
』
東
亜
日
報
抵
、
一
九
六
九
年
）
、
金
霞
岳
「
三
・
…
運
動
以
前
潮

　
答
刑
」
（
同
前
）
、
李
延
酸
「
臼
帝
潮
憲
兵
警
察
小
考
」
（
『
李
董
根
博
士
回
甲
紀

一
　
憲
兵
欝
察
制
度
を
め
ぐ
る
諸
条
件

↓
『
憲
丘
ハ
隊
資
料
』
。

　
　
　
磁
土
自
学
論
集
』
一
九
七
四
年
）
、
孫
積
陸
「
ヨ
帝
侵
略
初
期
総
督
統
治
体
制
外

　
　
　
憲
兵
警
察
制
度
」
（
『
ソ
ウ
ル
市
立
大
学
首
都
圏
開
発
研
究
所
研
究
論
叢
』
第
＝

　
　
　
集
、
一
九
八
三
年
＝
一
月
）
。
ま
た
、
植
民
地
期
全
体
に
お
け
る
警
察
機
構
の
概
観

　
　
　
と
し
て
は
、
並
木
真
人
「
民
族
運
動
・
警
察
」
（
一
）
（
村
上
勝
彦
ほ
か
「
植
民
地
期

　
　
　
朝
鮮
社
会
経
済
の
統
計
的
研
究
」
（
一
）
所
収
、
『
東
京
経
大
学
会
誌
』
第
一
三
六

　
　
　
号
、
一
九
八
四
年
六
月
）
、
Ω
り
ぎ
σ
q
点
旨
μ
Ω
お
鵠
＼
、
℃
o
一
一
8
愛
鳥
O
o
ヨ
ヨ
露
該
ξ

　
　
　
0
2
詳
δ
一
ω
脇
書
軸
ω
貯
二
一
〇
蔦
蔓
嘗
『
σ
、
”
㌧
貯
渕
．
瞑
．
鼠
唄
窪
。
。
雪
“
諸
．
陶
■

　
　
　
℃
Φ
関
門
〇
①
号
‘
　
§
鶏
引
例
ミ
罷
恥
馬
q
ミ
。
ミ
ミ
導
｝
～
篭
蚕
　
謎
℃
㍗
竜
a
（
客
①
乏

　
　
　
冒
易
①
ざ
℃
旨
6
卑
9
げ
q
コ
一
く
曾
忽
ぞ
勺
器
ω
・
。
”
憲
。
。
胤
）
、
三
里
星
「
植
民
地
統
治

　
　
　
舛
警
察
」
『
歴
史
批
評
』
第
二
四
号
（
一
九
九
四
年
二
月
）
な
ど
が
あ
る
。

武
断
政
治
期
に
お
け
る
朝
鮮
警
察
は
、
単
に
植
民
地
支
配
の
武
力
酌
基
盤
と
い
う
一
般
的
意
味
あ
い
を
超
え
て
、
以
後
の
時
代
に
は
み
ら
れ
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な
い
、
朝
鮮
統
治
シ
ス
テ
ム
と
の
深
い
結
び
つ
き
を
も
っ
て
い
た
。

　
第
一
に
、
憲
兵
警
察
制
度
は
本
来
軍
事
警
察
官
で
あ
る
憲
兵
を
中
軸
と
し
た
機
構
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
の
（
普
通
警
察
事
務
に
関
す
る
）
指
揮

監
督
官
た
る
朝
鮮
総
督
は
武
官
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
武
断
政
治
を
特
徴
づ
け
る
憲
兵
警
察
制
度
と
武
官
総
督
専
任
制
度
と
は

不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
。
　
一
九
一
三
年
秋
以
来
、
第
一
次
山
本
権
兵
衛
内
閣
に
お
い
て
植
民
地
総
督
官
制
の
改
革
の
企
図
が
生
じ
た
際
、

「
文
官
総
督
に
て
は
之
を
指
揮
し
難
き
関
係
あ
る
を
以
て
、
結
局
憲
兵
制
度
の
廃
止
を
見
る
べ
し
」
（
『
朝
鮮
新
聞
』
1
4
・
1
・
2
0
）
と
の
動
き
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

連
動
し
て
起
こ
っ
た
の
は
当
然
だ
っ
た
。
か
つ
て
、
憲
兵
警
察
制
度
創
設
を
自
ら
主
導
し
た
朝
鮮
総
督
寺
内
正
毅
が
こ
の
動
き
に
強
い
抵
抗
感

を
示
し
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
第
二
に
、
こ
の
よ
う
に
武
官
総
督
と
憲
兵
隊
が
直
結
し
て
事
実
上
の
「
軍
政
」
体
制
を
作
っ
た
こ
と
は
、
朝
鮮
支
配
機
構
総
体
の
な
か
で
憲

兵
警
察
機
構
の
地
位
を
隔
絶
し
て
高
い
も
の
に
し
た
。
人
材
や
発
言
力
に
お
い
て
「
警
務
総
監
部
と
相
拮
抗
し
得
る
も
の
他
の
各
部
を
一
括
す

る
も
猶
且
つ
及
ば
ざ
る
感
あ
り
」
と
評
さ
れ
（
『
朝
鮮
新
聞
』
1
2
・
1
0
・
1
7
）
、
ま
た
初
代
憲
兵
隊
司
令
官
（
1
一
警
務
総
長
）
明
石
元
二
郎
は
寺
内
総
督

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
次
ぐ
「
副
総
督
」
と
称
さ
れ
そ
の
実
権
は
政
務
総
監
山
県
伊
三
郎
を
も
圧
し
て
い
た
と
い
う
。

　
第
三
は
、
寺
内
の
大
陸
政
策
構
想
と
関
連
す
る
。
寺
内
は
一
九
一
〇
年
代
初
め
よ
り
、
朝
鮮
と
満
洲
に
お
け
る
鉄
道
経
営
・
金
融
機
関
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
一
体
化
を
溝
幽
し
、
明
石
も
こ
れ
を
支
持
し
て
い
た
。
歯
内
の
首
相
就
任
（
一
六
年
一
〇
月
）
後
、
こ
の
構
想
が
具
体
性
を
増
し
た
と
き
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
眼
目
の
一
つ
に
は
憲
兵
警
察
鰯
度
を
関
東
州
に
詮
術
し
施
行
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
た
。
憲
兵
警
察
制
度
は
、
少
な
く
と
も
一
時
置
、
寺

内
の
「
満
韓
一
体
化
政
策
」
の
一
環
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
憲
兵
警
察
制
度
は
当
時
期
の
朝
鮮
支
配
政
策
・
構
想
の
重
要
な
一
角
を
占
め
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
は

憲
兵
警
察
制
度
の
存
続
・
拡
大
に
対
し
抑
制
的
な
要
因
が
存
在
し
た
。

　
ま
ず
、
財
政
状
況
に
つ
い
て
見
よ
う
。
日
露
戦
後
、
第
一
次
大
戦
期
ま
で
続
い
た
日
本
本
国
の
財
政
緊
縮
方
針
は
、
植
民
地
経
営
に
も
波
及

し
た
。
朝
鮮
総
督
府
財
政
は
、
本
国
か
ら
の
経
費
節
減
要
求
に
さ
ら
さ
れ
続
け
、
本
国
一
般
会
計
か
ら
総
督
府
特
別
会
計
へ
の
補
填
を
断
ち
切
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ら
ん
と
す
る
「
財
政
猿
立
計
画
」
に
拘
束
さ
れ
た
σ
そ
の
結
果
、
武
断
政
治
期
に
謳
い
て
は
、
行
政
機
聞
の
拡
張
や
交
通
鶏
群
の
整
備
な
ど
を
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

分
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
朝
鮮
問
題
を
必
ず
し
も
多
く
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
同
時
代
の
日
本
言
論
界
に
あ
っ
て
も
、
併

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

合
に
よ
り
本
国
財
政
と
直
結
す
る
こ
と
に
な
っ
た
朝
鮮
財
政
の
問
題
に
は
比
較
的
関
心
を
寄
せ
、
植
民
地
の
行
政
整
理
を
促
す
圧
力
と
な
っ
た
。

　
朝
鮮
警
察
機
構
も
こ
う
し
た
制
約
を
当
然
被
る
こ
と
に
な
っ
た
。
憲
兵
警
察
関
係
の
歳
出
は
三
つ
の
費
目
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
朝
鮮
人
憲
兵

補
助
員
を
除
く
朝
鮮
駐
舗
憲
兵
隊
の
経
費
（
「
憲
兵
費
」
）
は
陸
軍
省
か
ら
本
国
一
般
会
計
を
通
じ
て
、
憲
兵
補
助
員
の
経
費
（
「
憲
兵
補
助
員
費
」
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

は
朝
鮮
総
督
府
特
別
会
計
臨
時
部
か
ら
、
文
官
警
察
関
係
経
費
（
「
警
務
費
」
）
は
総
督
府
特
別
会
計
経
常
部
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
支
出
さ
れ
た
（
た
だ

し
、
一
九
一
一
年
一
月
、
憲
兵
が
普
通
警
察
事
務
を
行
う
た
め
の
所
要
経
費
は
警
務
費
の
支
弁
と
す
る
旨
、
陸
軍
省
経
理
局
・
朝
鮮
駐
箭
憲
兵
隊
司
令
部
・
警

務
総
監
部
・
度
支
部
の
間
で
協
定
さ
れ
、
　
九
年
度
ま
で
毎
年
三
襟
な
い
し
五
・
二
万
円
が
警
務
費
の
支
弁
と
な
っ
た
）
。
　
こ
れ
ら
三
種
の
歳
出
を
、
判
明

す
る
限
り
で
ま
と
め
る
と
、
表
1
の
よ
う
に
な
る
。

　
総
督
府
財
政
は
一
九
一
八
年
度
か
ら
全
体
的
に
拡
大
す
る
が
、
そ
れ
以
前
の
傾
向
を
同
表
か
ら
読
み
と
っ
て
み
よ
う
。
ま
ず
憲
兵
費
は
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

＝
瓢
年
度
分
ま
で
は
経
常
費
支
弁
分
し
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
臨
時
費
を
含
め
て
も
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
一
四
年
度
以
降

も
二
五
〇
万
円
前
後
で
火
き
な
変
動
は
な
い
。
憲
兵
補
助
員
費
は
概
ね
一
〇
〇
～
一
一
〇
万
円
の
範
囲
に
お
さ
ま
り
、
顕
著
な
伸
び
は
認
め
ら

れ
な
い
。
警
務
費
に
つ
い
て
は
、
併
合
直
後
の
｝
九
一
〇
年
度
か
ら
一
一
年
度
に
か
け
て
約
五
〇
万
円
の
予
算
増
加
が
あ
る
が
、
そ
れ
以
降
一

七
年
度
ま
で
は
一
一
年
度
予
算
を
基
準
に
す
る
と
最
大
で
も
七
％
増
（
一
六
年
度
）
で
あ
り
、
微
増
に
と
ど
ま
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
少
な
く
と
も
一
八
年
度
以
前
ま
で
停
滞
傾
向
に
あ
っ
た
予
算
は
、
憲
兵
警
察
機
構
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
た
の
か
。
ま
ず
妾
然

の
こ
と
な
が
ら
憲
兵
警
察
の
量
的
拡
大
が
抑
制
さ
れ
た
。
次
章
で
み
る
が
、
特
に
人
員
面
で
の
肥
大
化
に
は
厳
し
い
歯
止
め
が
か
け
ら
れ
た
の

だ
っ
た
。
し
か
し
反
面
、
量
的
拡
大
が
抑
制
さ
れ
た
こ
と
が
直
ち
に
憲
兵
警
察
機
構
の
存
在
自
体
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
総
督
府

は
、
憲
兵
警
察
機
構
を
「
安
上
が
り
」
の
治
安
維
持
機
構
と
し
て
そ
の
費
用
節
減
効
果
を
強
調
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
帝
国
議
会
衆
議
院
に
お
け
る
高
太
正
年
（
園
民
党
）
と
政
府
委
員
の
議
論
に
そ
れ
が
現
れ
て
い
る
。
民
党
的
立
場
か
ら
の
軍
事
費
削
減
と
い
う
、
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憲
政
本
党
↓
国
民
党
（
非
改
革
派
）
の
伝
統
的
主
張
を
持
論
と
す
る
高
木
は
、
一
九
一
〇
年
代
に
は
そ
れ
を
憲
兵
警
察
機
構
の
縮
小
も
し
く
は
撤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

廃
と
い
う
政
策
論
と
結
び
つ
け
、
武
断
政
治
期
を
通
じ
て
議
会
に
お
い
て
は
憲
兵
警
察
制
度
に
対
す
る
最
も
積
極
的
な
批
判
者
と
な
っ
て
い
た
。

例
え
ば
、
高
木
は
朝
鮮
駐
舗
憲
兵
隊
に
は
朝
鮮
駐
箇
軍
一
個
師
団
に
匹
敵
す
る
経
費
が
か
か
っ
て
お
り
、
削
減
の
余
地
が
あ
り
は
し
な
い
か
と

指
摘
す
る
（
三
〇
・
衆
・
予
算
委
第
四
分
科
会
（
四
）
、
お
・
3
・
8
）
。
こ
れ
に
対
し
、
政
府
委
員
（
総
督
肩
度
支
都
長
官
荒
井
餐
太
郎
、
難
訓
次
官
岡
市

衷1　憲兵警察関係歳出予算（1910～19年）

（単位：円）

年度
1姻搬矧
医乱費

1910

　11

　12

　工3　、

　14

　15

　16　i

　ユ7

　is　l

ig　1

816，937＊

785，757＊・

782，181＊

783，34e＊

2，524，739

2，437，937

2，445，669

2，456，616

2，469，749

2，511，045

朝鮮総督府特別会計

甑翻販摩務費
1，143，320

1，051，256

1，033，675

1，138，690

1，110，391

1，104，429

1，104，429

1，104，429

1，177，le4

1，289，567

2，896，232

3A44，151

3，496，196

3，353，806

3，472，841

3，522，93ユ

3，695，987

3，591，820

4，357，114

13，950，797

計

7，107，971

7，065，297

7，246，085

7，152，865

8，003，967

17，751，409

出典：筋瀬徳松「韓国併合後に於ける朝鮮警察費予算の沿革」（『警務彙

　　報』第181号，ユ920年6月）。1910年度分については，朝鮮総督府

　　財務局編『朝鮮金融察項参考露』（朝鮮経済協会，1923年）280～

　　281頁，『官報』（ユ1・2・4）も参照した。また，筋瀬論文では不
　　　晦とされているユ910～1913年度分の憲兵費を「陸軍省所管経費部

　　局仕訳予算書」（r予算案』國会図書館法令議会資料室所蔵，所
　　収）によって補った（＊）。ただし＊は経常費支弁分のみであり，

　　　臨晴費支弁分は独立した費目として示されていないので金額を明

　　　らかにできない（1913年度予算まで朝鮮海筍憲兵隊関係費は，本

　　　国一般会計経常部の「憲兵費」と訓諭聴部の「朝鮮派遣部隊費」

　　　の中から支出されており，14年度にいったん前者に一元化され

　　　た）。

注ユ：数字はいずれも当初予算と追加予算の含職漁。
　2：警務費は，筋瀬論文では「諸支出金」「修繕費」「直営費」等を含

　　　み，『予算案匪の数字と異なる。表は筋瀬論文の数字を採ってい

　　　る。

　3：1910年度予算は併合前（韓国政府会計）と併合後の合計額。併合

　　　三分のみは，憲兵補助員費一163，33G円，警務費一484，452円。

　4：1913年度の憲兵補助員費，15年度の憲兵費が筋瀬論文では，それ
　　　ぞれ1，110，391円，2，524，739円となっているが，『予算案』と一致’

　　　しないので誤りと考え表のように故めた。
　5＝1919年度予算は，警察制度改編前と改編後の合計額。制度改編後，

　　憲兵補助員費は打ち切られるが表には当初予算全てを載せてある。

　　　なお，筋瀬論文では1919年度の合計額が16，754，866円となってい

　　　るが，誤りと考え言丁正二した。
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之
助
）
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。

　
憲
兵
警
察
制
度
の
方
が
普
通
警
察
制
度
よ
り
「
却
テ
経
済
的
」
で
あ
る
。
朝
鮮
に
お
け
る
憲
兵
上
等
兵
と
巡
査
の
一
人
当
た
り
の
俸
給
を
比

較
す
る
と
、
各
々
月
三
七
円
、
四
二
円
で
、
愚
老
の
方
が
安
い
か
ら
だ
。
仮
に
憲
兵
警
察
制
度
を
普
通
警
察
制
度
に
改
め
て
も
、
軍
事
警
察
を

担
当
す
る
た
め
の
憲
兵
が
依
然
若
干
は
必
要
だ
か
ら
、
そ
れ
で
は
む
し
ろ
「
費
用
が
嵩
ム
デ
ア
ラ
ウ
」
と
。
同
様
の
論
法
は
同
議
会
で
の
金
尾

稜
厳
（
国
民
党
）
に
対
す
る
荒
井
の
答
弁
に
も
見
ら
れ
る
（
予
算
委
第
七
分
科
会
（
一
）
、
1
3
・
3
・
4
）
。
ま
た
、
寺
内
も
、
山
本
内
閣
の
朝
鮮
警
察

制
度
改
編
の
動
き
に
反
対
し
た
際
、
憲
兵
警
察
制
度
の
「
経
費
少
く
し
て
効
果
多
し
」
と
い
う
特
徴
を
強
調
す
る
談
話
を
発
表
し
て
い
る
（
『
朝

鮮
新
聞
』
1
3
・
1
1
・
2
6
）
。
確
か
に
、
人
員
面
で
は
文
官
警
察
官
を
常
に
上
回
っ
て
い
た
朝
鮮
駐
筍
憲
兵
隊
（
憲
兵
補
助
員
を
含
む
）
は
、
前
掲
表
1

か
ら
わ
か
る
よ
う
に
所
要
経
費
で
は
ほ
ぼ
同
等
だ
っ
た
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
総
督
府
側
の
立
論
に
根
拠
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
加
え
て
、
総
督
府
財
政
の
中
で
警
察
関
係
費
が
占
め
た
割
合
は
相
対
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
小
さ
く
な
い
。
武
断
政
治
期
に
お
け
る
総
督
府
特
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

会
計
予
箕
額
を
累
計
す
る
と
、
警
務
費
・
憲
兵
補
助
員
費
の
割
合
は
、
地
方
行
政
費
と
ほ
ぼ
同
一
（
約
七
％
）
と
な
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
憲
兵

警
察
機
構
に
は
こ
れ
以
外
に
本
国
一
般
会
計
か
ら
の
支
撮
（
憲
兵
費
）
が
投
入
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
財
政
面
で
み
て
も
武
断
政
治
下
の
朝
鮮
で
は
、

警
察
機
構
が
地
方
行
政
三
無
に
ま
さ
る
と
も
劣
ら
ぬ
位
置
を
占
め
た
。
そ
れ
が
地
方
行
政
に
お
け
る
「
警
察
万
能
」
の
実
態
を
保
証
し
た
こ
と

は
次
章
で
確
認
し
た
い
。

　
さ
て
、
憲
兵
警
察
機
構
を
規
定
し
た
状
況
の
第
二
と
し
て
朝
鮮
独
立
運
動
の
動
向
を
み
よ
う
。
保
護
国
期
に
お
い
て
主
要
な
治
安
目
標
と
さ

れ
憲
兵
警
察
制
度
の
創
出
を
導
く
こ
と
に
も
な
っ
た
義
兵
闘
争
は
、
　
一
九
〇
九
年
末
の
「
南
平
暴
徒
大
討
伐
作
戦
」
、
　
一
九
＝
年
秋
の
憲
兵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

警
察
と
朝
鮮
駐
皇
軍
合
同
の
義
兵
掃
討
作
戦
等
に
よ
り
、
次
第
に
沈
黙
し
つ
つ
あ
っ
た
。
ま
た
、
併
合
以
前
活
発
に
展
開
さ
れ
て
い
た
愛
圏
啓

蒙
運
動
も
政
治
結
社
の
全
面
禁
止
、
新
聞
・
雑
誌
の
強
制
廃
刊
等
に
よ
り
活
動
困
難
な
状
況
に
お
か
れ
た
。
内
外
の
秘
密
結
社
を
通
じ
た
運
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

が
根
強
く
続
け
ら
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
総
督
府
は
「
朝
鮮
全
土
ハ
新
政
ノ
普
及
ト
相
倹
テ
愈
平
穏
二
帰
シ
」
た
こ
と
を
し
き
り
に
誇
っ
た
。

　
し
か
し
、
か
か
る
「
平
穏
」
の
状
況
を
強
調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
強
大
な
警
察
機
構
の
必
要
性
に
は
疑
問
が
投
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
国

37　（873）



民
党
系
の
評
論
家
鵜
崎
鷺
城
が
、
「
寺
内
は
併
合
以
来
今
日
に
至
る
ま
で
極
め
て
静
穏
の
状
態
に
あ
り
と
声
明
し
な
が
ら
、
依
然
と
し
て
彼
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

如
き
警
備
を
続
行
す
る
は
益
々
自
家
撞
着
に
陥
れ
る
も
の
な
り
」
と
評
し
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
を
突
い
た
も
の
だ
っ
た
。
財
政
面
か
ら
の

憲
兵
警
察
調
度
批
判
論
も
朝
鮮
の
安
定
化
と
い
う
認
識
を
根
底
に
も
つ
も
の
で
あ
り
、
先
述
の
高
木
の
場
合
、
「
朝
鮮
ハ
今
日
福
二
合
同
サ
レ

マ
シ
テ
戦
時
状
態
ヲ
脱
シ
テ
居
り
」
「
最
早
や
憲
兵
ヲ
以
テ
守
備
兵
二
代
ル
が
如
キ
必
要
ハ
ナ
イ
」
と
の
判
断
が
前
提
に
あ
っ
た
（
三
〇
・
衆
・

予
箕
委
第
四
分
科
会
（
三
）
、
1
3
・
3
・
7
）
。

　
総
督
府
当
局
は
こ
の
よ
う
な
声
に
対
し
、
憲
兵
警
察
が
平
時
の
治
安
維
持
力
と
し
て
も
過
剰
で
は
な
い
、
む
し
ろ
不
足
気
味
だ
と
い
う
点
を

強
調
し
た
。
先
の
高
木
の
議
論
に
対
し
て
は
、
政
府
委
員
（
岡
市
之
助
陸
軍
次
官
）
は
、
一
平
方
里
当
た
り
の
警
察
官
の
人
数
は
、
朝
鮮
で
○
・

九
人
、
台
湾
で
四
・
○
人
、
本
国
で
一
・
六
人
と
い
う
数
字
を
あ
げ
て
い
る
。
財
政
事
情
の
た
め
に
人
員
増
加
が
抑
制
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

り
、
総
督
府
警
察
官
僚
は
、
し
ぼ
し
ぼ
同
様
の
数
字
を
あ
げ
朝
鮮
警
察
力
の
増
強
の
必
要
を
説
い
た
。

　
こ
う
し
た
認
識
は
、
ま
た
、
現
行
水
準
の
警
察
力
を
も
っ
て
初
め
て
朝
鮮
の
「
平
穏
」
を
保
ち
う
る
と
い
う
情
勢
判
断
と
表
裏
を
な
す
も
の

だ
ろ
う
。
朝
鮮
の
「
平
穏
」
を
安
定
的
な
も
の
と
見
な
い
よ
う
な
弱
腰
の
発
言
を
総
督
府
当
局
者
自
身
が
口
に
す
る
こ
と
は
稀
だ
っ
た
が
、
在

朝
日
本
人
の
中
に
は
そ
の
よ
う
な
認
識
を
明
確
に
表
明
す
る
老
も
い
た
。
武
断
政
治
の
施
策
全
般
に
つ
い
て
総
督
府
寄
り
の
立
場
が
濃
厚
だ
っ

た
『
朝
鮮
新
聞
』
は
、
「
警
務
機
関
を
緩
め
警
備
機
関
を
撤
せ
ぼ
能
く
現
情
を
保
つ
能
は
ざ
る
は
明
か
な
る
べ
し
」
と
考
え
て
い
た
（
1
3
．
5
．

2
）
。
ま
た
、
山
本
内
閣
の
植
民
地
官
制
改
革
案
に
反
対
し
た
『
朝
鮮
公
論
』
も
、
朝
鮮
人
中
の
「
頑
冥
に
し
て
飽
く
を
知
ら
ざ
る
或
老
は
今
尚

ほ
独
立
を
夢
み
つ
x
」
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
「
若
し
今
に
し
て
治
安
の
維
持
を
行
う
せ
ぼ
其
結
果
は
如
何
、
想
見
す
る
だ
に
憂
慮
に
堪
へ
ず
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

と
し
て
、
憲
兵
警
察
制
度
の
存
続
を
主
張
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
同
時
代
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
憲
兵
警
察
制
度
に
か
か
わ
る
問
題
点
は
、
以
上
に
み
た
①
財
政
論
や
②
治
安
状
況
と
関
連
す
る
も
の

に
と
ど
ま
ら
な
い
。
憲
兵
警
察
批
判
論
は
、
こ
れ
以
外
に
、
③
支
配
機
構
内
の
文
武
官
対
立
、
④
憲
兵
警
察
の
言
論
活
動
等
へ
の
干
渉
・
弾
圧
、

⑤
下
級
憲
兵
警
察
官
の
不
随
行
、
な
ど
の
側
面
か
ら
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
①
②
の
批
判
論
が
、
先
述
の
よ
う
に
あ
る
程
度
、
憲
兵
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警
察
機
構
の
構
造
的
改
編
を
求
め
る
論
理
を
提
示
し
え
た
の
に
対
し
、
③
の
場
合
、
三
・
一
運
動
期
に
お
い
て
憲
兵
警
察
制
度
か
ら
普
通
警
察

制
度
へ
の
転
換
が
な
さ
れ
る
伏
線
と
し
て
は
重
要
な
意
味
あ
い
は
も
つ
も
の
の
、
武
断
政
治
期
に
お
い
て
顕
在
化
し
て
い
た
と
は
い
い
が
た
い

⑯し
、
④
⑤
は
憲
兵
警
察
制
度
の
運
用
上
の
改
善
を
求
め
る
議
論
に
と
ど
ま
っ
た
。

　
さ
ら
に
い
え
ば
、
い
ず
れ
の
論
点
に
せ
よ
、
憲
兵
警
察
制
度
へ
の
一
ひ
い
て
は
朝
鮮
武
断
政
治
へ
の
－
同
時
代
の
日
本
人
の
関
心
は
い

た
っ
て
低
調
だ
っ
た
。
併
合
直
後
は
朝
鮮
経
営
を
め
ぐ
る
議
論
が
新
聞
の
社
説
や
雑
誌
を
に
ぎ
わ
し
、
朝
鮮
総
督
の
強
大
な
権
限
や
言
論
弾
圧

へ
の
批
判
も
現
れ
た
が
、
朝
鮮
支
配
を
支
え
る
警
察
機
構
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
以
後
、
武
断
政
治
期
を
通
じ
批
判
精

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

神
を
欠
く
植
民
地
政
策
論
が
散
見
さ
れ
る
中
、
憲
兵
警
察
の
暴
虐
に
目
を
向
け
え
た
の
は
、
中
野
正
剛
や
苦
野
作
造
ら
の
少
数
に
限
ら
れ
た
。

ま
た
、
政
党
勢
力
に
よ
る
朝
鮮
支
配
政
策
へ
の
関
心
は
、
併
合
直
後
と
一
九
一
二
年
末
か
ら
の
第
一
次
憲
政
擁
護
運
動
の
時
期
に
、
あ
る
程

度
盛
り
上
が
り
を
見
せ
た
が
、
持
続
的
関
心
が
払
わ
れ
て
い
た
と
は
い
い
が
た
い
。
憲
兵
警
察
制
度
に
対
し
批
判
を
行
っ
た
政
党
人
は
個
別
的

に
は
必
ず
し
も
少
な
く
な
か
っ
た
が
（
　
九
一
一
～
一
九
年
の
各
回
議
会
衆
議
院
の
本
会
議
・
委
員
会
で
質
疑
や
質
問
書
を
通
じ
憲
兵
警
察
機
構
の
縮
小
・

改
編
を
要
求
し
た
議
員
は
の
べ
二
七
名
を
数
え
る
）
、
継
続
し
て
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
の
が
先
述
の
高
木
だ
け
だ
っ
た
こ
と
、
最
も
集
中
的
に

議
論
が
起
こ
っ
た
の
は
三
・
一
運
動
勃
発
以
後
だ
っ
た
こ
と
な
ど
、
や
は
り
大
き
な
限
界
が
あ
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
、
結
局
、
財
政
・
治
安
状
況
な
ど
か
ら
の
問
題
点
と
そ
れ
を
投
影
し
た
批
判
論
が
、
憲
兵
警
察
機
構
の
改
編
も
し
く
は
規
模
の
縮

小
を
も
た
ら
す
可
能
性
は
、
現
実
に
は
皆
無
だ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
本
国
陸
軍
省
の
動
向
を
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
の
よ
う

に
も
言
い
が
た
い
。

　
陸
軍
省
内
部
で
は
、
併
合
直
後
か
ら
「
朝
鮮
駐
箭
憲
兵
条
例
」
の
文
案
を
検
討
し
て
お
り
、
一
九
一
〇
年
構
月
一
〇
日
公
布
の
同
条
例
に
よ

っ
て
、
朝
鮮
駐
箭
憲
兵
隊
に
普
通
警
察
職
務
を
遂
行
す
る
権
限
を
付
与
し
た
が
、
そ
の
過
程
で
は
、
憲
兵
警
察
制
度
を
暫
定
的
な
も
の
に
と
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

め
よ
う
と
す
る
意
見
書
が
出
さ
れ
、
岡
帯
之
助
軍
務
局
長
、
秋
山
雅
之
助
・
吉
村
八
十
三
参
事
官
な
ど
の
間
で
回
覧
さ
れ
て
い
る
。
意
見
書
に

よ
れ
ば
、
一
九
〇
七
年
以
来
、
朝
鮮
駐
在
憲
兵
隊
の
職
務
は
治
安
維
持
を
主
、
軍
事
警
察
を
従
と
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
普
通
警
察
の
未
整
備
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に
よ
る
「
臨
機
ノ
処
置
二
出
ツ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
将
来
二
向
テ
永
ク
継
続
ス
ヘ
キ
制
度
ニ
ア
ラ
ス
」
、
「
朝
鮮
二
於
ケ
ル
警
察
制
度
ヲ
確
立
ス
ル
ニ

当
リ
テ
ハ
同
地
駐
舗
憲
兵
モ
成
ル
ヘ
ク
本
来
ノ
系
統
二
復
セ
シ
ム
ル
ヲ
至
当
ナ
リ
ト
ス
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
見
書
は
、
節
度
改
編
の
場

合
の
朝
鮮
駐
笥
憲
兵
条
例
の
具
体
的
な
条
文
改
正
案
も
二
通
り
用
意
し
て
い
る
。
警
察
力
の
普
及
次
第
で
は
、
憲
兵
警
察
制
度
の
改
編
に
対
す

る
考
慮
の
余
地
を
生
じ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
申
継
後
、
議
会
に
政
府
委
員
と
し
て
答
弁
に
立
っ
た
陸
軍
大
臣
・
陸
軍
次
官
の
多
く
は
、
実
際
に
憲
兵
警
察
機
構
の
縮
小
な
い
し
改

編
を
示
陵
し
て
い
る
。
石
本
新
六
次
官
は
、
陸
軍
臨
時
費
に
基
づ
き
派
遣
し
た
憲
兵
（
三
五
〇
三
名
の
内
二
障
九
七
名
）
に
つ
い
て
、
直
ち
に
は
撤

退
さ
せ
か
ね
る
が
「
今
日
ノ
状
況
が
一
変
致
シ
マ
ス
レ
バ
廃
メ
ル
筈
」
だ
と
述
べ
て
い
る
（
二
七
・
衆
・
三
富
委
第
四
分
科
会
（
四
）
、
1
1
・
2
・
1
）
。

ま
た
山
本
内
閣
の
陸
相
楠
瀬
幸
彦
は
「
朝
鮮
ノ
憲
兵
ナ
ル
モ
ノ
ハ
殆
ド
総
督
府
ノ
御
用
ヲ
シ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
陸
軍
当
局
者
カ
ラ
見

マ
シ
タ
ナ
ラ
バ
…
…
多
数
ノ
憲
兵
ハ
必
要
デ
ハ
ア
リ
マ
セ
ヌ
」
と
明
言
し
、
憲
兵
削
減
に
つ
き
総
督
府
と
交
渉
中
だ
と
し
て
い
る
（
三
一
・
衆
・

予
算
委
第
四
分
科
会
（
六
）
、
1
4
・
2
・
5
）
。
一
九
一
五
年
に
は
陸
軍
念
願
の
朝
鮮
二
個
師
団
増
設
が
決
定
し
た
が
、
「
師
団
増
設
が
行
ハ
レ
マ
ス

レ
バ
、
多
少
ノ
憲
兵
ヲ
減
ズ
ル
コ
ト
が
出
来
ル
ダ
ラ
ウ
」
と
い
う
見
通
し
も
示
さ
れ
て
い
る
（
三
九
・
衆
・
予
算
委
第
四
分
科
会
（
一
）
、
1
7
．
7
．

2
、
大
島
健
一
陸
掘
の
答
弁
）
。

　
こ
れ
ら
は
、
総
督
府
宮
僚
の
「
十
分
ナ
ル
威
力
ヲ
持
ッ
テ
居
り
マ
ス
憲
兵
ノ
制
度
ガ
、
非
常
二
必
要
ヲ
感
ジ
テ
居
ル
」
（
三
九
・
衆
・
予
算
委

第
二
分
科
会
（
二
）
、
1
7
．
7
・
3
、
鈴
木
穆
度
支
部
長
官
の
発
言
）
と
の
断
固
と
し
た
姿
勢
と
明
ら
か
に
異
な
っ
て
お
り
、
多
数
の
憲
兵
を
常
駐
さ

せ
る
の
は
総
督
府
側
の
都
合
だ
と
い
う
陸
軍
側
の
指
摘
を
裏
づ
け
る
が
、
陸
軍
の
こ
の
態
度
は
何
に
起
因
す
る
の
か
。
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、

そ
こ
に
は
財
政
・
治
安
状
況
が
大
き
く
影
を
落
と
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
陸
軍
省
の
支
出
す
る
朝
鮮
経
営
費
は
二
個
師
団
増
設
が
決
定

す
る
一
九
一
五
年
ま
で
削
．
減
の
一
途
を
た
ど
っ
て
お
り
（
塞
章
注
⑧
参
照
）
、
そ
の
後
も
「
将
来
ハ
軍
事
費
一
部
ノ
財
源
ハ
之
ラ
朝
鮮
、
台
湾
等

ノ
特
別
会
計
中
ニ
モ
之
ヲ
発
見
ス
ル
コ
ト
ヲ
努
メ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
の
声
が
軍
内
に
は
存
在
し
た
。
朝
鮮
経
営
費
と
し
て
の
支
出
の
内
、
少

な
か
ら
ぬ
部
分
（
一
九
一
四
年
で
約
四
割
）
を
占
め
た
憲
兵
費
も
当
然
削
減
の
対
象
と
し
て
考
慮
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
「
今
日
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ノ
状
況
が
一
変
致
シ
マ
ス
レ
バ
」
憲
兵
隊
の
縮
小
も
あ
り
う
る
、
と
い
う
併
合
初
期
の
石
本
次
官
の
前
掲
答
弁
な
ど
は
、
治
安
状
況
の
安
定
化

と
憲
兵
隊
削
減
の
可
能
性
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

　
二
個
師
団
増
設
問
題
な
ど
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
陸
軍
が
朝
鮮
を
大
陸
へ
の
橋
頭
墾
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、

彼
ら
が
植
民
地
朝
鮮
の
安
定
的
支
配
の
た
め
に
憲
兵
警
察
舗
度
の
現
状
維
持
を
必
須
と
考
え
て
い
た
か
ど
う
か
に
は
、
疑
問
が
感
じ
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
日
露
戦
争
前
後
に
陸
軍
指
導
者
と
し
て
の
実
権
を
確
立
し
、
特
に
韓
国
併
合
後
一
年
間
は
陸
相
と
朝
鮮
総
督
を
兼
任
し
陸
軍
省
・
総

督
府
の
双
方
に
支
配
力
を
貫
徹
し
え
た
寺
内
に
と
っ
て
、
省
内
の
憲
兵
隊
縮
小
論
を
抑
え
る
こ
と
は
難
し
く
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
ま
た
、
議
会

に
お
け
る
陸
軍
の
答
弁
は
将
来
の
憲
兵
隊
縮
小
を
ほ
の
め
か
す
程
度
で
あ
り
、
前
掲
表
1
に
よ
っ
て
も
実
際
に
憲
兵
費
が
削
減
さ
れ
て
い
る
の

か
ど
う
か
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
長
州
閥
に
属
す
る
石
本
や
大
島
が
議
会
で
憲
兵
隊
縮
小
を
公
言
し
て
い
た
こ
と
が
、
全
く
寺
内
の
預
か

り
知
ら
ぬ
も
の
だ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
以
上
、
憲
兵
警
察
制
度
支
持
者
た
る
寺
内
も
、
陸
軍
内
の
憲
兵
隊
縮
小
論
と
そ
の
背
景
に
あ
る
財

政
状
況
等
を
一
定
顧
慮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
寺
内
の
残
し
た
一
九
一
二
年
の
メ
モ
中
に
は
、
「
警
務
部
ノ
三

種
ア
ル
経
費
ヲ
可
成
ハ
併
合
シ
テ
一
欺
ト
為
ス
事
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
憲
兵
費
を
陸
軍
省
か
ら
支
出
す
る
の
を
や
め
る
方
向
を

示
．
唆
し
て
い
る
も
の
だ
ろ
う
。
こ
の
点
は
な
お
後
日
の
考
究
を
要
す
る
。
な
お
、
武
断
政
治
末
期
、
寺
内
に
次
ぐ
陸
軍
長
州
閥
指
導
者
と
し
て

台
頭
し
た
田
中
義
一
の
も
と
で
も
、
改
め
て
憲
兵
警
察
綱
度
改
編
・
縮
小
論
の
可
能
性
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
第
四
章
で
後
述
）
。

　
以
上
に
見
た
よ
う
に
、
第
一
に
、
当
時
の
本
国
・
総
督
府
の
緊
縮
財
政
は
、
憲
兵
警
察
機
構
の
量
的
拡
大
を
搾
制
す
る
が
、
他
方
で
、
総
督

府
側
に
と
っ
て
、
「
安
上
が
り
」
な
治
安
維
持
装
置
と
い
う
、
制
度
存
続
の
た
め
の
理
由
づ
け
を
可
能
に
し
た
。
ま
た
、
警
察
関
係
費
の
伸
び

が
抑
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
＝
圓
で
は
、
地
方
行
政
費
な
ど
に
比
べ
相
対
的
に
高
い
水
準
の
予
算
を
確
保
し
つ
づ
け
た
と
い
う
性
格
も
も
っ
て
い

た
。
第
二
に
、
独
立
運
動
の
退
潮
と
い
う
状
況
は
、
朝
鮮
に
配
備
さ
れ
た
警
察
力
を
過
剰
と
見
な
す
批
判
を
生
じ
さ
せ
た
が
、
総
督
府
は
、
平

時
で
あ
っ
て
も
現
行
水
準
の
維
持
を
必
要
と
見
な
す
立
場
か
ら
、
独
立
運
動
の
表
面
的
鎮
静
と
警
察
力
の
規
模
縮
小
と
を
直
結
さ
せ
る
こ
と
を

拒
ん
で
お
り
、
一
部
在
朝
日
本
人
も
そ
れ
に
与
し
た
。
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①
　
山
本
内
閣
期
に
お
け
る
類
民
地
官
制
改
革
は
、
内
閣
成
立
に
先
立
つ
第
一
次
憲

　
政
擁
護
運
動
に
お
け
る
産
業
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
植
民
地
政
策
批
判
を
受
け
、
同

　
内
閣
を
支
え
た
政
友
会
幹
部
原
敬
の
「
内
地
延
長
主
義
」
を
投
影
し
な
が
ら
進
め

　
ら
れ
た
が
、
一
四
年
初
め
の
シ
ー
メ
ン
ス
事
件
に
伴
う
同
内
閣
の
崩
壊
に
よ
り
挫

　
派
し
た
（
春
山
明
哲
「
近
代
日
本
の
植
込
地
統
治
と
原
敬
扁
春
山
・
若
林
編
『
日

　
本
植
民
地
主
義
の
政
治
的
展
開
』
ア
ジ
ア
政
経
学
会
、
　
一
九
八
○
年
、
四
三
～
四

　
六
頁
、
李
炎
娘
「
第
一
次
憲
政
擁
護
運
動
と
朝
鮮
の
官
制
改
革
論
」
『
二
本
植
民

　
地
研
究
』
第
三
号
、
　
一
九
九
〇
年
八
月
）
。
　
こ
の
過
程
に
お
け
る
憲
兵
警
察
制
度

　
改
編
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
日
本
統
治
下
の
朝
鮮
に
お
け
る
警
察
機
構
の

　
改
編
」
（
『
史
林
』
第
七
四
巻
第
五
号
、
～
九
九
一
年
九
月
）
七
六
～
七
七
頁
。

②
鵜
崎
鷺
城
『
薩
の
海
軍
・
長
の
陸
軍
』
（
政
教
社
、
一
九
一
一
年
）
一
七
六
頁
、

　
宮
崎
瀧
川
「
総
理
た
る
べ
き
寺
内
総
督
」
（
『
大
麟
民
』
第
五
二
号
、
一
九
一
二
年

　
一
〇
月
）
五
〇
頁
。

③
北
鰯
伸
一
『
日
本
陸
軍
と
大
陸
政
策
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
）

　
一
　
一
五
～
一
　
一
』
ハ
百
ハ
。

④
同
前
、
二
六
四
～
二
六
五
頁
。
寺
内
側
近
の
児
玉
秀
雄
（
元
総
督
府
総
務
局
長
、

　
寺
内
内
閣
の
内
閣
書
詑
官
長
）
も
同
様
の
構
想
を
語
っ
て
い
る
　
（
『
毎
霞
申
報
』

　
1
7
・
8
・
3
）
。

⑤
堀
和
生
「
朝
鮮
に
お
け
る
植
民
地
財
政
の
展
開
」
（
飯
沼
・
姜
編
『
植
民
地
期

　
朝
鮮
の
裁
会
と
抵
抗
』
朱
来
社
、
一
九
八
二
年
）
一
九
八
～
二
〇
凶
頁
。

⑥
　
姜
東
鎮
『
日
本
言
論
界
と
朝
鮮
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
　
一
九
八
四
年
）
八
八

　
～
九
三
頁
。

⑦
従
来
の
研
究
は
こ
の
点
に
ほ
と
ん
ど
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
。
総
督
府
特
別
会

　
計
に
属
す
る
憲
兵
補
助
員
費
と
警
務
費
の
み
を
取
り
上
げ
、
教
育
費
の
水
筆
・
と
比

　
較
し
た
り
一
九
二
〇
年
代
の
普
通
警
察
制
度
下
の
警
察
関
係
費
と
比
較
し
た
り
す

　
る
の
は
（
間
延
譲
、
前
掲
論
文
、
一
八
四
頁
、
並
木
、
前
掲
論
文
、
九
二
頁
）
、

　
厳
密
さ
を
欠
く
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
依
拠
す
る
、
朝
鮮
総
督
府
『
朝
鮮
総
督
府
統

　
計
年
報
』
各
年
版
所
載
の
警
察
関
係
費
は
衛
生
費
・
営
繕
費
な
ど
を
含
ま
な
い
た

　
め
、
本
稿
表
1
と
は
数
字
が
一
致
し
な
い
。

⑧
こ
の
よ
う
に
判
断
す
る
の
は
以
下
の
理
由
に
よ
る
。
（
一
）
朝
鮮
撃
壌
憲
兵
隊

　
の
派
遺
費
を
含
む
陸
軍
雀
支
出
朝
鮮
経
営
費
全
体
が
、
一
九
一
〇
年
か
ら
一
四
年

　
に
か
け
て
九
五
一
万
円
↓
六
五
二
万
円
と
大
帳
に
減
っ
て
い
る
（
数
字
は
決
算
ベ

　
ー
ス
。
朝
鮮
総
督
府
財
務
局
編
、
前
掲
『
朝
鮮
金
融
事
項
参
考
下
口
』
二
八
四
頁
）
。

　
（
二
）
編
木
正
年
の
質
疑
（
三
〇
・
衆
・
予
算
委
第
四
分
科
会
（
四
）
、
1
3
・
3

　
・
8
）
は
、
一
九
＝
工
年
度
予
箕
百
中
、
朝
鮮
憲
兵
費
（
経
常
費
・
銀
師
費
合

　
計
）
は
三
一
八
万
円
と
し
て
お
り
、
表
1
と
あ
わ
せ
少
な
く
と
も
＝
二
年
度
か
ら

　
一
四
年
度
に
か
け
て
は
憲
兵
費
は
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。

⑨
高
木
の
憲
兵
警
察
制
度
批
判
の
背
景
は
、
横
山
健
敷
編
『
高
木
正
年
自
叙
転
』

　
（
代
々
木
書
院
、
　
一
九
三
二
年
）
等
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
「
朝
鮮
へ

　
行
ク
ト
、
何
ダ
カ
ド
ウ
モ
厭
ヤ
ナ
感
ジ
ノ
起
ル
」
云
々
の
議
会
発
言
（
一
　
一
〇
．
衆

　
・
予
算
幽
幽
四
分
類
会
（
一
二
）
、
1
3
・
3
・
7
）
か
ら
察
す
る
に
、
実
地
に
憲
兵

　
政
治
を
見
聞
し
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑩
　

A
泓
玉
根
『
田
帝
下
朝
甜
鮮
財
政
史
孤
樹
孜
』
（
一
等
閣
、
　
｝
九
九
四
【
年
）
山
ハ
山
ハ
頁
。

⑪
　
湖
鮮
総
督
府
『
朝
鮮
統
治
三
年
間
成
績
』
（
一
九
　
四
年
）
八
～
九
頁
。

⑫
朝
鮮
総
督
府
『
朝
鮮
総
督
府
施
政
年
報
』
一
九
一
～
年
版
（
一
九
一
三
年
）
六

　
八
頁
。

⑭
　
鵜
崎
、
前
掲
書
、
一
六
九
頁
。

⑭
中
野
有
光
〔
警
務
総
監
部
警
務
課
長
〕
門
朝
鮮
に
於
け
る
警
察
機
関
」
（
『
朝
鮮

　
及
満
州
』
第
五
五
号
、
一
九
一
二
年
七
月
）
、
山
形
閑
〔
警
務
総
監
部
高
等
警
察

　
課
長
〕
「
朝
鮮
に
於
け
る
警
務
機
関
」
（
『
朝
鮮
公
論
』
第
一
巻
第
七
号
、
　
一
九
一

　
一
篇
年
晶
○
月
）
、
立
花
小
一
郎
〔
警
務
総
長
〕
　
「
警
務
機
関
の
配
澱
及
編
成
に
就

　
て
」
（
『
朝
鮮
彙
報
』
第
二
号
、
一
九
…
五
年
四
月
）
な
ど
。

⑮
　
牧
山
耕
三
…
、
朝
鮮
の
治
安
維
持
と
警
務
機
関
の
組
織
を
論
ず
」
（
『
朝
鮮
公
論
』

　
第
二
巻
第
一
号
、
一
九
一
弱
年
一
月
）
五
～
六
頁
。
も
っ
と
も
、
在
朝
日
本
人
経
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営
の
新
桑
・
維
誌
全
て
が
憲
兵
警
察
棚
度
支
持
を
表
明
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
『
京
城
新
報
』
は
併
合
当
初
よ
り
警
察
篠
の
拡
大
を
警
戒
し
て
お
り
（
1
0
・
9
・

　
2
3
）
、
憲
兵
警
察
制
度
成
立
一
周
年
に
際
し
て
は
、
現
行
制
度
を
改
め
道
長
宮
に

　
警
察
権
を
付
与
す
る
よ
う
求
め
た
　
（
1
1
・
7
・
1
）
。
同
紙
は
一
二
年
二
月
強
制

　
廃
刊
に
処
さ
れ
た
。
ま
た
、
『
朝
鮮
隔
（
後
継
誌
『
朝
鮮
及
満
州
』
）
を
主
宰
す
る

　
萩
尾
策
邦
は
、
憲
兵
警
察
が
言
論
・
出
版
に
対
す
る
取
締
を
緩
和
す
る
こ
と
を
主

　
に
要
求
し
た
（
『
朝
鮮
』
第
四
〇
号
、
　
一
一
年
六
月
、
『
朝
鮮
及
満
州
』
第
八
二

　
号
、
一
四
年
五
月
、
同
前
第
　
〇
六
号
、
　
一
六
年
五
月
ほ
か
）
。
な
お
本
文
に
あ

　
げ
た
『
朝
鮮
公
論
』
の
社
長
牧
山
は
、
一
九
一
五
年
目
衆
議
院
議
員
に
当
選
し
た

　
後
、
第
三
九
議
会
で
憲
兵
警
察
制
度
の
縮
小
も
し
く
は
撤
廃
を
求
め
て
い
る
（
東

　
洋
拓
殖
株
式
会
社
法
中
改
正
法
律
案
外
一
件
委
（
七
）
、
π
・
7
・
6
）
。

⑯
　
前
掲
、
拙
稿
、
七
五
～
七
九
頁
。

⑰
　
　
姜
甫
ハ
鎮
、
　
一
丸
鼻
曲
儲
、
　
山
雪
一
、
　
一
期
単
、
　
…
訟
側
端
尊
公
ル
『
大
正
一
ア
モ
ク
ラ
シ
i
』
（
一

　
九
七
四
年
、
岩
波
善
店
瞬
時
代
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
版
、
　
一
九
九
四
年
）
二
八
四
～
二

　
九
四
頁
。

⑱
「
朝
鮮
駐
笥
憲
兵
条
例
制
定
ノ
件
」
（
陸
軍
省
『
密
書
日
記
』
M
四
三
i
一
、

　
防
衛
庁
防
衛
研
究
所
國
書
館
所
蔵
）
。

⑲
宇
都
宮
太
郎
「
秘
欧
州
戦
乱
二
鑑
ミ
将
来
漫
罵
ノ
施
設
二
対
ス
ル
意
見
」
（
上

　
原
勇
作
関
係
文
害
研
究
会
編
『
上
原
勇
作
関
係
文
書
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

　
七
六
年
、
一
〇
一
頁
）
。
　
こ
の
意
証
書
は
、
　
～
六
年
初
め
大
島
健
一
陸
相
に
提
出

　
さ
れ
た
も
の
で
、
一
八
年
五
月
二
二
日
付
の
上
原
勇
作
宛
宇
都
宮
書
簡
に
同
封
さ

　
れ
て
い
る
。

⑳
　
山
本
二
郎
編
『
寺
内
正
毅
関
係
文
書
』
（
京
都
女
子
大
学
、
　
　
九
八
四
年
）
七

　
〇
頁
。

日本統治下の朝鮮における憲兵警察機溝（松団）

二
　
治
安
維
持
体
制
の
確
立

　
憲
兵
隊
司
令
官
明
石
元
二
郎
は
併
合
以
前
か
ら
、
義
兵
鎮
圧
後
を
展
望
し
治
安
維
持
に
と
ど
ま
ら
な
い
広
範
な
職
務
を
憲
兵
に
担
わ
せ
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
す
る
地
方
支
配
構
想
を
抱
い
て
い
た
。
こ
の
構
想
は
早
期
に
実
現
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
憲
兵
警
察
機
構
は
成
立
後
比
較
的
短
期
間
に
拡
大

し
、
以
後
相
対
的
な
安
定
期
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
前
章
に
み
た
諸
条
件
と
り
わ
け
財
政
状
況
に
規
定
さ
れ
、
い
く
つ
か
の

問
題
点
を
有
し
て
も
い
た
。

　
憲
兵
警
察
機
構
の
人
員
・
機
関
の
数
量
的
側
面
に
即
し
て
、
機
構
の
規
模
の
動
向
を
検
討
し
て
み
よ
う
（
表
2
）
。
人
員
数
に
つ
い
て
は
、

『
朝
鮮
総
督
府
統
計
年
報
』
の
数
字
は
一
九
一
〇
年
末
か
ら
翌
年
末
に
か
け
て
大
幅
な
拡
張
が
あ
っ
た
と
し
、
多
く
の
研
究
も
こ
れ
に
依
拠
し

て
武
断
政
治
期
に
憲
兵
警
察
官
は
着
実
に
増
強
さ
れ
た
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
事
実
に
反
す
る
。

　
既
に
中
塚
明
豊
が
簡
単
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
『
朝
鮮
総
督
府
統
計
年
報
』
記
載
の
一
九
一
〇
年
の
憲
兵
・
伺
補
助
員
数
は
、
前
年
の

一43　（879）



数
字
（
六
七
六
｝
名
）
と
比
較
す
る
と
著
し
く
低
く
．

信
用
し
が
た
い
。
ま
た
李
延
酸
前
掲
論
文
も
同
様

の
理
由
か
ら
一
〇
年
の
憲
兵
補
助
員
数
に
疑
問
を

　
　
　
　
　
　
②

投
げ
か
け
て
い
る
。
た
し
か
に
、
併
合
の
行
わ
れ

た
時
期
は
、
義
兵
鎮
圧
の
た
め
の
憲
兵
の
投
入
が

続
け
ら
れ
た
一
九
〇
七
年
以
来
の
過
程
の
最
終
段

階
に
妾
た
る
か
ら
、
一
九
一
〇
年
に
憲
兵
が
全
体

で
文
官
警
察
官
の
半
数
以
下
と
な
っ
て
い
る
こ
と

は
不
自
然
だ
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
で
は
、

一
九
一
〇
年
の
憲
兵
警
察
は
ど
の
程
度
の
規
模
で
、

武
断
政
治
期
に
お
け
る
人
員
数
の
推
移
は
ど
の
よ

う
な
傾
向
に
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
な
の
か
。

　
併
合
直
前
の
一
〇
年
六
月
、
寺
内
統
監
が
憲
兵

一
千
名
の
増
強
を
本
国
政
府
に
要
請
し
た
際
に
は
、

現
有
人
員
を
警
察
官
五
千
二
百
余
人
の
他
「
憲
兵

二
千
三
百
余
人
憲
兵
補
助
員
四
千
五
百
人
〕
と
伝

　
　
　
③

え
て
い
る
か
ら
、
統
計
の
と
ら
れ
た
一
〇
年
末
、

憲
兵
隊
に
は
増
強
分
を
含
め
た
憲
兵
三
三
〇
〇
名
、

憲
兵
補
助
員
四
五
〇
〇
名
、
計
七
八
○
○
名
程
度

表2　憲兵警察人員・機関数（1910～18年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人Pt　＝人，機悶＝箇所〉

年

普通警察弩享務を行う憲兵

入 員

望
li
3
，
｝1
’
2
1

麟・〕…轡醗
g．，p．Q．7．

3，296

3，296

3，355

3，345

3，302

3，384

3，395

3，377

！孔Q瑠

4，453

4，473

4，603

4，626

4，627

4，657

4，737

4，601

幽

654

935

956

969

1，009

1，035

1，056

1，070

1，110

文官警察官

醤

5，694

6，007

5，397

5，736

5，661

5，572

5，621

5，435

5，402

関
〕

機
色

481

678

692

731

739

738

731

746

751

と
の
分
〕

欄
月
回
D

A
C
重
〔

計

慰人
篇

1〔二三〕i

4
4
4
4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1

膿1（1。。）

　13，152（96）

　13，680（100）

i　13，618（99）

1　13，487（98）

　13，64S（99）

　13，553（99）

　13，366（97）
］

1，135（100）｝

　　　　　　
1，613（142）｝

1，648（145）　｝

1，700（エ50）

1，748（154）

i：；1翻t

　　　　　　1，816（160）　1

　　　　　　1，861（160）　1

出典：朝鮮総督府r朝鮮総督府統計年報』各年版により作成。
注1：「普通警察事務を行う憲兵」欄の，人員は将校，准士官，下±，上等兵の合計，機関は
　　　憲兵隊司令部，憲兵隊本部，憲兵分隊，憲兵分遣所（18年は憲兵駐在所），憲兵派遣所，

　　　憲兵鵬張所（18年は憲兵派出所）の合計。
　2：「文官警察官」欄の，人員は警務総長，警務部長，警務官，警視警部，巡懲巡査補
　　　の合計。機関は，警務総監部，警務部，警察署，警察分署，警備所，巡査駐在所，巡査

　　　派出所の合計。
　3：D欄を設けたのは，勅令第343号「朝鮮駐筍憲兵条例」（10年9月）により，文宮警察職
　　　たる警務総長・警務部長に補された憲兵隊司令官・憲兵隊長が，出典資料では「普通警
　　　察事務を行う憲兵」「文官警察官」の両者に算入されているからである。なお，出典資
　　　料では，勅令第302号「統監府警務総長警務部長：警視警部任二二分限二麗スル件」（10年

　　　6月，同年9月改正）により，警視・警部に任用された憲兵尉官・憲兵准士官下士は，

　　　r文官警察官」に算入されていない。
　4：「計」欄の人員・機麗数の括弧は，1910年，11年をIOOとする指数（1910年の人員数を基

　　　準にしない理由については本文参照）。
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日本統治下の朝鮮における憲兵警察機檎（松田）

の
人
員
が
い
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
『
陸
軍
省
統
計
年
報
』
第
二
二
回
（
一
九
一
〇
年
版
）
の
あ
げ
る
一
〇
年
一
二
月
末
時
点
の
朝
鮮
駐
筍
憲
兵

隊
の
人
員
は
八
七
二
〇
名
で
あ
り
、
前
掲
表
2
の
依
拠
す
る
『
朝
鮮
総
督
府
統
計
年
報
』
の
数
字
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
「
傭
人
」
一
二
二
八

名
（
推
定
）
を
除
外
す
る
と
、
七
五
八
二
名
と
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
九
一
〇
年
末
の
憲
兵
・
憲
兵
補
助
員
数
は
両
者
あ
わ
せ
て
七
千
人
台

後
半
と
見
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

　
と
す
れ
ぼ
、
前
掲
表
2
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
一
九
一
〇
年
末
の
人
員
数
の
水
準
は
一
一
年
以
降
と
さ
ほ
ど
変
わ
り
が
な
い
こ
と
も
明
ら
か
に

な
ろ
う
。
憲
兵
警
察
機
構
の
人
員
確
保
は
、
一
九
〇
七
年
以
来
の
憲
兵
と
憲
兵
補
助
員
の
増
強
に
基
礎
を
お
き
、
一
〇
年
六
月
の
憲
兵
一
千
名

増
員
を
一
応
の
到
達
点
と
し
て
併
合
前
に
完
成
し
て
お
り
、
そ
の
水
準
は
一
九
一
〇
年
代
を
通
じ
て
大
き
な
変
動
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
こ
に
は
、
韓
国
併
合
に
よ
り
憲
兵
補
助
員
費
と
文
官
警
察
費
が
韓
国
政
府
会
計
か
ら
朝
鮮
総
督
府
特
別
会
計
に
移
管
さ
れ
、
予
算
緊
縮

方
針
を
直
接
に
被
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
も
自
ず
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
「
人
員
の
、
増
加
は
計
画
上
当
然
増
加
す
へ

き
も
の
の
外
は
之
を
増
加
せ
さ
る
」
（
一
四
年
度
）
と
か
「
人
員
は
、
一
切
増
加
せ
さ
る
し
（
一
五
年
度
）
と
い
う
の
が
、
当
時
期
の
予
算
策
定
方

　
　
　
④

針
だ
っ
た
。
ま
た
、
一
九
＝
二
年
三
月
、
憲
兵
補
助
員
約
二
〇
〇
名
の
補
充
を
、
旧
韓
国
政
府
軍
の
人
員
か
ら
取
り
崩
し
て
お
こ
な
っ
た
と
い

う
よ
う
な
形
で
も
、
人
件
費
の
増
加
は
抑
制
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
人
員
数
の
停
滞
の
一
面
で
、
憲
兵
警
察
機
関
数
を
見
る
と
、
併
合
直
後
を
中
心
に
増
強
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
（
前
掲

表
2
）
。
統
計
上
の
数
字
を
確
認
し
て
お
け
ば
、
　
一
九
一
〇
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
機
関
数
が
急
増
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
対
応
す
る
史
実

が
あ
る
。
一
一
年
一
〇
月
に
憲
兵
警
察
機
関
の
「
分
散
配
置
」
が
実
施
さ
れ
、
憲
兵
機
関
は
二
五
四
箇
所
、
文
官
警
察
機
関
は
一
九
七
箇
所
増

　
　
　
　
　
　
　
⑤

設
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
表
2
の
数
字
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
以
降
も
機
関
数
は
増
加
し
て
い
る
が
概
ね
前
年
比
五
％
以
内
の
緩
や
か
な
伸
び
で
あ
り
、
一
九
一
二
～
一
八
年
の
増
加
の
総
和

は
一
九
一
〇
～
一
一
年
の
一
年
分
に
満
た
な
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
、
憲
兵
警
察
機
関
の
墓
盤
は
、
基
本
的
に
は
一
九
一
一
年
の
分
散
配
置
の
実

施
に
よ
り
完
成
し
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
に
も
っ
ぱ
ら
機
関
の
方
が
増
強
さ
れ
た
の
は
、
人
員
の
増
加
の
場
合
に
は
人
件
費
等
の
経
常
費
が
毎
年
必
要
と
な
る
の
に
対
し
て
、

機
関
の
増
設
の
場
合
は
基
本
的
に
臨
時
費
の
支
弁
の
み
で
す
ん
だ
と
い
う
点
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
も
警
察
官
署
の
新
営
費
は
予
算
全
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

か
ら
み
れ
ば
少
額
だ
っ
た
か
ら
、
警
察
機
関
の
拡
張
と
い
う
方
法
は
予
算
の
緊
縮
と
い
う
方
針
と
も
相
い
れ
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、

よ
り
積
極
的
に
は
、
義
兵
鎮
圧
を
見
込
ん
で
も
、
総
督
府
当
局
の
目
に
は
憲
兵
警
察
機
関
が
な
お
不
足
す
る
こ
と
が
明
ら
か
だ
っ
た
と
い
う
点

が
あ
げ
ら
れ
る
。
併
合
直
前
、
寺
内
統
監
は
政
府
に
対
し
、
「
目
下
韓
国
二
野
ケ
ル
警
察
機
関
ノ
配
備
ハ
頗
ル
稀
薄
」
で
あ
り
「
平
時
二
於
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

モ
尚
韓
国
ノ
治
安
ヲ
保
持
ス
ル
ニ
容
易
ナ
ラ
サ
ル
」
こ
と
を
伝
え
て
い
た
。
前
章
で
み
た
よ
う
に
憲
兵
警
察
幹
部
も
人
員
・
機
関
の
不
足
感
を

示
し
て
い
た
が
、
「
官
憲
所
在
の
距
離
を
短
縮
な
ら
し
め
…
…
警
察
権
の
普
及
を
企
図
」
し
た
分
散
配
置
の
採
用
は
（
『
朝
鮮
百
聞
』
1
3
・
4
・
1
、

平
安
南
道
警
務
部
長
（
“
平
壌
憲
兵
隊
長
）
小
沢
寿
の
談
話
）
、
あ
る
程
度
不
備
を
補
っ
た
に
は
違
い
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
当
局
は
、
一
九
一
一
年
の
こ
の
配
置
変
更
を
、
門
密
集
制
度
」
「
警
備
力
聚
注
」
か
ら
「
分
散
配
置
」
「
細
分
配
置
」
へ
の
転
換

な
ど
と
呼
ん
だ
が
、
こ
の
表
現
は
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
。
機
関
数
増
強
は
韓
末
義
兵
闘
争
鎮
圧
期
か
ら
の
一
貫
し
た
方
針
で
あ
り
、
分
散

配
置
以
前
の
体
制
が
こ
と
さ
ら
に
「
密
集
制
度
」
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
併
合
を
前
後
し
て
機
関
増
設
の
性
格
に
全

く
変
化
が
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
併
合
前
は
機
関
数
の
伸
び
に
対
し
一
定
の
人
員
増
加
が
確
保
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
一
一
年
の

分
散
配
置
の
採
用
に
際
し
て
は
、
人
員
増
加
が
ほ
と
ん
ど
伴
わ
な
い
ま
ま
機
関
数
を
お
よ
そ
一
・
四
倍
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

様
々
な
問
題
点
を
内
包
し
て
い
た
。

　
第
一
に
、
人
員
数
を
抑
制
し
た
状
態
で
機
関
数
の
み
を
増
強
す
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
り
、
現
場
で
は
警
察
機
関
の
配
備
が
な
お
不
徹
底
だ

と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
一
九
一
四
年
六
月
、
春
川
憲
兵
隊
本
部
の
主
催
し
た
管
内
憲
兵
分
隊
長
会
議
で
は
、
管
内
一
〇
分
隊
の
内
、
五
分
隊
か

ら
、
末
端
機
関
・
人
員
の
増
強
の
要
求
が
本
部
に
出
さ
れ
た
が
、
機
関
増
設
を
認
め
ら
れ
た
の
は
一
分
隊
、
定
員
増
加
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゼ
マ

「
当
分
詮
議
シ
難
シ
」
と
し
て
事
実
上
拒
否
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
一
部
に
は
、
「
現
在
ノ
警
備
機
関
ノ
配
置
ハ
暴
徒
蜂
起
当
時
ノ
配
布
二

二
ス
ル
モ
ノ
多
ク
」
「
平
穏
二
復
シ
タ
ル
今
日
尚
現
状
ヲ
維
持
ス
ル
ハ
時
機
二
適
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
認
ム
」
と
し
て
、
　
一
面
一
駐
在
所
の
配
置
を

46　（882＞



日本統治下の朝鮮における憲兵警察機構（松田）

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

求
め
る
声
さ
え
あ
っ
た
（
一
薗
一
駐
在
所
の
配
置
が
実
現
す
る
の
は
三
二
運
動
後
に
警
察
力
が
増
強
さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
）
。

　
第
二
に
末
端
機
関
同
士
の
連
絡
を
稠
密
に
す
る
と
い
う
分
散
配
置
の
狙
い
は
、
満
足
な
水
準
に
達
し
な
か
っ
た
。
江
原
道
警
務
部
の
場
合
、

管
下
の
諸
機
関
相
互
の
連
絡
は
月
二
回
程
度
、
多
く
と
も
五
回
を
出
な
か
っ
た
が
、
道
警
務
部
は
こ
れ
を
「
隣
接
雄
藩
署
ト
ノ
連
絡
不
充
分
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ル
モ
ノ
多
キ
が
如
シ
」
と
感
じ
て
い
た
。

　
第
三
に
、
末
端
機
関
の
希
薄
化
は
下
級
警
察
官
に
対
す
る
監
督
を
弱
め
た
。
末
端
の
憲
兵
分
遣
所
・
派
遣
所
で
は
、
従
来
、
憲
兵
下
士
・
上

等
兵
三
～
薫
習
と
補
助
員
四
～
六
名
を
置
い
て
い
た
の
を
、
分
散
配
置
後
は
両
者
合
わ
せ
て
五
～
六
名
に
減
ら
し
、
他
方
、
文
官
警
察
の
駐
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

所
に
お
い
て
も
、
巡
査
・
巡
査
補
計
五
な
い
し
一
〇
余
子
と
い
う
配
置
を
巡
査
一
～
二
、
巡
査
補
三
～
四
名
に
改
め
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

な
配
置
変
更
と
並
行
し
て
、
下
級
警
察
官
と
り
わ
け
朝
鮮
人
の
憲
兵
補
助
員
・
巡
査
補
の
不
正
行
為
と
い
う
問
題
が
浮
上
し
た
。
彼
ら
の
職
務

怠
慢
や
一
般
民
衆
か
ら
の
金
品
の
強
請
を
取
り
締
ま
る
た
め
、
現
場
で
は
、
訓
諭
に
努
め
、
家
族
や
交
際
人
物
を
監
視
し
、
は
な
は
だ
し
く
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

身
内
で
あ
る
特
務
巡
査
に
尾
行
を
つ
け
さ
え
し
た
。
憲
兵
警
察
官
の
不
正
行
為
の
背
景
に
は
、
個
々
人
の
人
格
的
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
が
従
来

指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
手
薄
な
内
部
監
督
体
制
と
い
う
構
造
的
要
因
も
見
落
と
さ
れ
て
は
な
る
ま
い
。

　
し
か
し
、
憲
兵
警
察
当
局
に
と
っ
て
治
安
維
持
体
制
構
築
が
こ
の
よ
う
な
問
題
点
を
抱
え
る
も
の
だ
っ
た
と
し
て
も
、
支
配
機
構
総
体
の
中

で
憲
兵
警
察
機
構
の
占
め
る
位
置
は
や
は
り
大
き
い
。
前
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
憲
兵
警
察
関
係
に
投
入
さ
れ
た
支
出
は
地
方
行
政
費
を
か

な
り
上
回
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
未
熱
な
地
方
行
政
は
憲
丘
ハ
警
察
の
職
務
拡
大
を
促
し
た
。
一
九
一
一
年
の
警
務
部
長
会
議
で
、
宇
佐
美
勝
夫
内

務
部
長
官
は
「
朝
鮮
に
於
け
る
地
方
行
政
は
尚
創
始
時
代
に
属
す
る
を
以
て
…
…
之
か
運
用
上
側
察
官
憲
の
援
助
に
依
ら
さ
る
へ
か
ら
さ
る
も

　
　
　
　
⑫

の
頗
る
多
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
公
州
憲
兵
隊
長
（
一
忠
清
鑑
道
警
務
部
長
）
服
部
米
次
郎
は
併
合
直
後
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
回
想
す
る
。

　
「
道
庁
に
は
内
務
、
財
務
の
高
等
官
を
始
め
多
数
内
地
人
官
吏
奉
職
せ
る
も
、
地
方
郡
庁
に
至
り
て
は
内
地
人
官
吏
は
一
、
二
名
に
過
ぎ
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

加
ふ
る
に
甚
だ
貧
弱
な
る
地
方
税
（
当
初
忠
南
に
て
七
万
円
－
原
注
）
に
よ
り
て
は
何
事
も
な
し
能
は
ず
、
勢
ひ
警
察
万
能
と
な
ら
ざ
る
を
得
ず
」
。

　
こ
こ
に
は
「
警
察
万
能
」
に
対
す
る
半
ば
の
弁
解
と
半
ば
の
真
実
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
保
護
国
期
以
来
の
地
方
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制
度
再
編
を
一
段
落
さ
せ
た
、
一
九
一
四
年
春
の
府
郡
・
面
の
整
理
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
憲
兵
警
察
機
構
の
地
位
は
い
っ
そ
う
決
定
づ
け
ら

れ
た
。

　
一
つ
に
は
、
憲
兵
警
察
機
関
数
と
地
方
行
政
機
関
数
の
懸
隔
が
開
い
た
。
府
郡
の
統
廃
合
に
よ
り
従
来
の
＝
一
府
三
一
七
郡
は
一
二
府
二
二

〇
郡
に
整
理
さ
れ
、
郡
庁
の
数
が
減
少
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
の
地
方
制
度
改
編
に
対
し
て
後
に
朴
殴
植
が
下
し
た
、
「
行
政
経
費
を
節

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

約
し
、
憲
兵
警
察
の
職
務
権
限
を
拡
張
」
す
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
評
は
、
的
を
射
て
い
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
地
方
行
政
機
講
再
編
に
と
も
な

い
、
憲
兵
警
察
機
関
も
配
置
変
更
を
行
っ
た
（
一
四
年
三
月
）
。
そ
の
狙
い
は
、
「
府
道
ノ
行
政
区
画
ト
警
察
官
署
若
ク
ハ
警
察
署
ノ
事
務
ヲ
取

扱
フ
憲
兵
分
隊
、
分
遣
所
ノ
管
轄
地
域
ト
ヲ
一
致
セ
シ
ム
ル
」
こ
と
と
、
コ
府
郡
内
二
於
ケ
ル
憲
兵
、
警
察
ノ
混
配
ヲ
避
ケ
…
…
一
捻
郡
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

二
少
ク
ト
モ
警
察
署
里
門
警
察
署
ノ
事
務
ヲ
取
扱
フ
憲
兵
分
隊
若
ク
ハ
憲
兵
分
遣
所
ヲ
設
置
ス
ル
」
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
一
四
年
の

地
方
制
度
改
編
は
、
地
方
行
政
機
関
を
減
少
さ
せ
る
一
方
、
地
方
行
政
単
位
と
憲
兵
警
察
機
関
の
配
置
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
で
、
地
方
支
配
体

制
に
占
め
る
憲
兵
警
察
機
樽
の
地
位
を
明
確
化
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
こ
の
頃
ま
で
に
、
憲
兵
警
察
の
職
掌
範
囲
を
形
作
る
様
々
な
法
令
も
概
ね
出
揃
お
う
と
し
て
い
た
。
既
に
併
合
の
前
後
、
集
会
・
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

品
等
の
取
締
に
関
す
る
規
則
が
乱
発
さ
れ
て
い
た
が
、
憲
兵
警
察
の
司
法
権
を
実
質
的
に
拡
大
し
た
「
犯
罪
即
決
例
」
（
一
〇
年
＝
一
月
）
、
「
民

事
訴
訟
調
停
令
」
（
同
上
）
、
「
朝
鮮
答
指
令
」
（
一
二
年
三
月
）
あ
る
い
は
日
常
生
活
細
部
に
わ
た
る
取
締
項
目
を
定
め
た
「
警
察
犯
処
罰
規
則
」

（
＝
一
年
三
月
）
な
ど
、
「
憲
兵
政
治
」
を
支
え
た
周
知
の
諸
法
令
も
、
植
民
地
期
初
期
に
公
布
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
と
対
応
し
て
憲
兵
警

察
の
職
務
も
拡
大
し
た
。
明
石
伝
が
、
憲
兵
警
察
の
職
務
と
し
て
「
諜
報
ノ
蒐
集
」
か
ら
「
日
本
語
の
普
及
」
「
道
路
の
改
修
」
ま
で
、
一
般

行
政
分
野
に
ま
た
が
る
広
範
な
権
限
を
三
〇
ほ
ど
も
列
挙
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
明
石
憲
兵
隊
司
令
官
の
辞
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

（一

l
年
四
月
）
頃
ま
で
に
「
漸
を
逐
う
て
加
へ
ら
れ
た
」
も
の
だ
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
併
合
前
後
も
し
く
は
そ
の
後
短
期
間
に
、
憲
兵
警
察
機
溝
の
人
員
・
機
関
は
ほ
ぼ
武
断
政
治
期
を
規
定
す
る
水
準
に
達
し

た
が
、
緊
縮
財
政
下
、
末
端
人
員
・
機
関
の
不
足
状
態
と
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
問
題
を
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
同
時
期
に
は
地
方
行
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政
機
構
の
再
編
と
連
動
し
た
配
置
の
整
備
や
、
職
務
範
囲
の
拡
大
な
ど
も
進
ん
だ
。
先
行
諸
研
究
の
多
く
は
、
憲
兵
警
察
機
構
の
展
開
を
段
階

づ
け
て
捉
え
る
こ
と
を
試
み
て
い
な
い
が
、
今
、
憲
兵
警
察
に
よ
る
日
常
的
支
配
体
制
の
構
築
が
な
し
と
げ
ら
れ
た
時
期
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
一
手
然
と
し
た
転
換
点
で
は
な
い
に
せ
よ
…
遅
く
と
も
一
九
一
四
年
初
め
ま
で
の
時
期
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

①
　
拙
稿
「
朝
鮮
植
民
地
化
の
過
程
に
お
け
る
警
察
機
構
（
一
九
〇
四
～
一
九
一
〇

　
年
）
」
（
『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
第
三
一
集
、
　
一
九
九
三
年
一
〇
月
）
一
四
三

　
～
｝
四
四
頁
。

②
　
中
塚
明
「
朝
鮮
民
族
運
動
と
日
本
の
朝
鮮
支
配
」
（
一
九
六
九
年
、
後
に
『
近

　
代
日
本
の
朝
鮮
認
識
』
置
文
出
版
、
　
一
九
九
三
年
所
収
）
　
一
〇
〇
頁
、
蓑
の
注

　
記
。
李
延
酸
、
前
掲
論
文
、
一
八
二
頁
。

⑧
　
「
講
議
　
韓
國
駐
筍
憲
兵
隊
ヲ
増
加
ス
」
（
一
九
一
〇
藤
六
月
、
『
公
文
類
聚
』

　
2
A
1
1
類
一
一
〇
六
、
国
立
公
文
書
賠
所
蔵
）
。

④
筋
雲
、
前
掲
論
文
、
一
入
頁
。

⑤
朝
鮮
総
督
府
、
前
掲
『
朝
鮮
総
督
府
施
政
年
報
』
…
九
　
一
年
版
、
六
九
～
七

　
Ω
貝
。

⑥
文
官
警
察
官
署
の
新
工
費
は
、
一
九
一
一
年
は
約
一
〇
ニ
ニ
万
円
、
＝
一
年
は

　
七
・
二
万
円
。
以
後
＝
二
～
一
七
年
は
、
一
・
一
～
一
・
七
万
円
程
度
で
推
移
し

　
た
（
筋
瀬
、
前
掲
論
文
、
一
穴
～
二
〇
頁
）
。
憲
兵
隊
機
関
の
分
は
不
明
。

⑦
前
掲
「
膿
漏
韓
國
駐
筍
憲
丘
ハ
隊
ヲ
増
加
ス
」
（
…
九
一
〇
年
六
月
）
。

⑧
　
春
娼
憲
丘
ハ
隊
『
憲
兵
分
隊
長
会
議
意
見
希
望
事
項
』
一
～
一
九
丁
、
江
原
道
警

　
務
部
『
隊
蜀
狽
移
ハ
ム
苫
議
嘉
忌
目
麺
希
望
唇
ハ
疑
事
項
ハ
』
　
一
一
丁
（
い
ず
れ
も
一
九
｝
四
年
六

三
　
憲
兵
警
察
の
治
安
認
識
の
展
開

　
月
、
『
憲
兵
隊
資
料
』
所
収
）
。

⑨
　
春
川
憲
兵
隊
本
部
『
憲
兵
分
隊
長
会
議
諮
問
事
項
答
申
』
九
丁
（
一
九
一
四
年

　
山
ハ
月
、
『
爾
恵
丘
ハ
隊
資
料
』
所
乱
収
）
。

⑩
朝
鮮
総
督
府
警
務
総
監
部
『
朝
鮮
警
察
一
斑
』
（
一
九
＝
一
コ
口
二
三
頁
。

⑪
　
江
原
道
警
務
部
『
警
務
機
関
会
議
諮
問
事
項
答
申
（
警
務
係
）
』
（
一
九
～
四
年

　
六
月
、
『
憲
兵
隊
資
料
』
所
収
）
一
～
七
、
一
九
～
二
五
丁
。

⑫
　
　
「
宇
佐
美
内
務
部
長
官
演
説
」
（
『
警
務
月
報
』
第
一
四
母
、
一
九
一
一
年
八
月
）

　
九
頁
。

⑬
　
服
部
米
次
郎
『
九
十
年
の
回
顧
』
（
服
部
浩
発
行
、
一
九
六
三
年
）
八
一
頁
。

⑭
単
品
植
『
朝
鮮
独
立
運
動
の
血
史
』
第
一
巻
二
九
二
〇
年
、
姜
徳
相
訳
、
平

　
凡
社
、
一
九
七
二
年
）
八
｝
頁
。

⑯
「
憲
兵
警
察
配
鼠
変
更
二
闘
ス
ル
件
報
告
」
（
一
九
一
四
年
二
月
、
陵
軍
省
『
密

　
大
日
記
』
T
三
－
一
）
。

⑯
　
孫
頑
睦
、
晶
剛
掲
論
文
、
　
一
山
ハ
｝
貝
。

⑰
小
森
徳
治
『
明
石
元
二
郎
臨
上
巻
二
九
二
八
年
、
復
刻
、
原
書
房
、
一
九
六

　
八
年
）
四
四
九
頁
。

前
章
で
検
討
し
た
治
安
体
制
の
構
築
の
背
後
に
は
ど
の
よ
う
な
治
安
認
識
が
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
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併
舎
を
前
に
、
朝
鮮
支
配
当
局
者
は
、
遠
か
ら
ず
義
兵
闘
争
を
鎮
圧
で
き
る
こ
と
を
想
定
し
、
警
察
機
構
の
役
割
を
朝
鮮
内
の
思
想
状
況
の

監
視
と
い
う
点
に
見
出
い
だ
そ
う
と
し
て
い
た
。
一
九
一
〇
年
七
月
、
寺
内
統
監
は
明
石
憲
兵
隊
司
令
官
に
向
け
、
次
の
よ
う
な
訓
示
を
発
し

た
。
現
下
の
治
安
状
況
は
「
墨
蹟
静
説
二
戸
ス
ル
ニ
至
ラ
ス
不
逞
ノ
徒
各
地
二
出
没
シ
テ
…
…
妄
り
ニ
騒
擾
ヲ
起
ス
モ
ノ
ア
リ
」
。
と
は
い
え
、

「
抑
モ
治
安
警
察
ノ
目
的
ハ
非
違
ヲ
事
後
二
検
挙
シ
騰
騒
ヲ
既
発
二
鎮
定
ス
ル
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
セ
ス
日
常
民
間
ノ
状
態
二
着
目
シ
テ
…
…
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ヲ
未
然
二
防
溜
週
ス
ル
ノ
途
ヲ
講
ス
ル
ヲ
要
ス
」
。

　
同
じ
頃
、
明
石
は
各
道
警
務
部
長
（
一
憲
兵
隊
長
）
に
対
し
、
特
に
高
等
警
察
に
つ
い
て
の
訓
示
を
与
え
、
「
予
ノ
最
モ
重
キ
ヲ
置
ク
モ
ノ
ハ
、

韓
國
ノ
治
安
拉
二
危
険
ノ
予
防
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
見
通
し
を
示
し
た
。
「
大
勢
ヨ
リ
察
ス
ル
ニ
今
日
ハ
五
二
暴
徒
蜂
起
ノ
時
期

ヲ
経
過
セ
リ
。
勿
論
再
ビ
蜂
起
ス
ル
ロ
ト
ナ
キ
ヲ
保
シ
難
シ
ト
難
、
予
ノ
察
ス
ル
所
二
於
テ
将
来
ノ
危
険
ハ
人
民
ノ
文
明
二
進
ム
ニ
随
ッ
テ
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ル
ベ
キ
無
政
府
主
義
、
社
会
主
義
等
二
類
ス
ル
危
険
ナ
リ
ト
ス
」
。

　
も
と
よ
り
、
植
民
地
朝
鮮
へ
の
社
会
主
義
の
伝
播
は
一
九
二
〇
年
代
以
降
と
さ
れ
る
か
ら
、
門
無
政
府
主
義
、
社
会
主
義
」
云
々
の
部
分
は

朝
鮮
社
会
の
実
態
に
即
し
た
分
析
と
い
う
よ
り
、
日
露
戦
争
中
、
欧
州
で
対
ロ
シ
ア
謀
略
活
動
に
た
ず
さ
わ
り
各
国
の
非
合
法
社
会
主
義
運
動

に
接
し
た
明
石
要
人
の
経
験
か
ら
で
た
言
葉
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
「
事
ヲ
未
然
二
防
遇
」
し
「
危
険
ノ
予
防
」
を
す
る
た
め
に
民
心
の
動
向

に
着
目
し
よ
う
と
い
う
寺
内
・
明
石
の
指
向
が
、
高
等
警
察
部
門
の
重
点
化
に
反
映
さ
れ
た
こ
と
は
事
実
だ
っ
た
。
明
石
の
不
在
中
、
初
代
高

等
警
察
課
長
山
形
閑
が
臨
時
警
務
総
長
事
務
取
扱
に
任
じ
ら
れ
た
よ
う
に
（
『
朝
鮮
新
聞
』
1
1
・
3
・
8
）
、
高
等
警
察
課
長
は
事
実
上
、
警
務
総

長
に
次
ぐ
地
位
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
警
務
総
監
部
の
高
等
警
察
課
は
唯
一
課
長
に
憲
兵
が
配
さ
れ
た
課
で
あ
り
、
各
道
警
務
部
の
高
等
警
察
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

主
任
に
も
必
ず
憲
兵
が
あ
て
ら
れ
た
。
警
務
総
長
－
高
等
警
察
課
長
一
警
務
部
高
等
警
察
係
と
い
う
高
等
警
察
部
門
の
意
思
伝
達
経
路
は
憲
兵

が
独
占
す
る
こ
と
で
迅
速
な
処
理
を
図
っ
た
の
だ
っ
た
。

　
か
か
る
態
勢
下
、
具
体
的
に
治
安
目
標
と
し
て
設
定
さ
れ
た
の
は
ど
の
よ
う
な
対
象
だ
っ
た
の
か
。
併
合
初
期
に
は
、
そ
れ
は
愛
国
啓
蒙
運

動
の
流
れ
を
ひ
く
秘
密
結
社
運
動
だ
っ
た
。
明
石
は
先
の
訓
示
に
続
け
て
い
う
。
「
不
平
分
子
」
の
中
で
「
其
制
シ
難
キ
モ
ノ
ハ
危
険
ナ
ル
秘

50　（886＞



E本統治下の朝鮮における憲兵警察機構（松田）

密
［
結
社
ノ
発
生
ナ
リ
ト
ス
ひ
又
若
シ
此
結
社
二
至
ラ
ズ
ト
モ
…
…
危
険
分
子
ハ
自
［
然
二
社
会
ノ
空
気
二
不
平
ヲ
脹
ラ
シ
ム
ル
ニ
至
リ
テ
甚
ダ
恐

ル
ベ
キ
形
勢
ヲ
来
ス
モ
ノ
ト
ス
」
と
。
確
か
に
、
併
合
直
後
の
政
治
結
社
一
切
の
強
制
解
散
の
後
も
、
朝
鮮
人
が
「
宗
教
団
体
等
ハ
学
会
、
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

社
組
合
等
二
投
合
シ
私
カ
ニ
官
権
ノ
施
設
ヲ
論
議
シ
良
民
ヲ
欺
隔
セ
ム
ト
扁
し
て
い
る
こ
と
は
当
局
の
預
に
も
止
ま
っ
て
い
た
。

　
秘
密
結
社
弾
圧
方
針
が
本
格
的
に
適
用
さ
れ
た
の
は
、
安
明
根
に
よ
る
独
立
運
動
資
金
の
募
集
工
作
に
端
を
発
し
た
富
岳
事
件
（
一
九
一
〇
年

一
二
月
）
と
、
警
察
当
局
に
よ
る
「
寺
内
総
督
暗
殺
計
画
」
の
捏
造
に
基
づ
き
六
百
余
名
を
検
挙
し
た
一
〇
五
人
事
件
（
　
一
年
九
月
検
挙
開
始
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

だ
っ
た
。
両
事
件
は
秘
密
結
社
新
畏
会
に
関
わ
り
、
特
に
一
〇
五
人
事
件
で
同
宗
は
壊
減
し
た
。
事
実
経
過
に
つ
い
て
は
先
行
諸
研
究
に
譲
る

が
、
両
事
件
は
、
キ
リ
ス
ト
教
勢
力
の
強
い
朝
鮮
北
部
に
お
い
て
新
教
育
や
民
族
産
業
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
愛
国
啓
蒙
運
動
系
列
の

活
動
家
・
結
社
を
弾
圧
対
象
と
し
た
こ
と
、
弾
圧
に
あ
た
り
憲
兵
警
察
が
あ
ら
か
じ
め
事
件
の
「
筋
書
」
を
つ
く
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
共
通
す

る
部
分
が
多
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
も
っ
と
も
、
こ
れ
以
後
も
秘
密
結
社
は
国
内
外
で
摘
発
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
れ
が
変
わ
る
こ
と
な
く
治
安
対
象
の
中
心
に
す
え
ら
れ
て
い
た

と
は
思
わ
れ
な
い
。
一
〇
五
人
事
件
に
お
け
る
拷
問
に
よ
る
自
白
の
強
要
と
い
う
取
調
方
法
に
対
し
、
一
九
一
二
年
初
め
以
降
米
国
の
宣
教
師

団
体
・
言
論
界
が
投
げ
か
け
た
批
判
は
寺
内
・
明
石
に
も
直
接
間
接
に
伝
わ
っ
て
お
り
、
露
骨
な
弾
圧
に
対
す
る
一
定
の
歯
止
め
と
な
っ
た
し
、

ま
た
、
そ
も
そ
も
安
岳
事
件
と
一
〇
五
人
事
件
に
よ
り
愛
国
啓
蒙
運
動
系
統
の
結
社
活
動
が
朝
鮮
内
で
は
事
実
上
壊
滅
し
た
た
め
で
あ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

れ
に
し
て
も
両
事
件
の
弾
圧
を
通
じ
て
も
、
直
接
の
連
累
者
さ
え
「
磁
器
」
し
な
か
っ
た
こ
と
は
治
安
当
局
の
目
に
も
明
ら
か
だ
っ
た
。
の
み

な
ら
ず
、
同
化
政
策
に
容
易
に
与
し
な
い
朝
鮮
民
衆
の
中
か
ら
同
種
の
事
件
が
再
発
し
な
い
保
証
も
な
か
っ
た
。
一
〇
五
人
事
件
の
捜
査
・
検

挙
を
陣
頭
指
揮
し
た
国
友
尚
謙
（
高
等
警
察
課
機
密
係
警
視
）
は
、
「
現
在
ノ
鮮
人
二
対
シ
テ
同
化
ノ
実
ヲ
挙
ケ
ン
ト
ス
ル
如
キ
ハ
…
…
労
シ
テ
功

ナ
カ
ル
ヘ
シ
」
と
し
、
「
暴
動
ノ
如
キ
危
険
ハ
断
シ
テ
之
レ
ナ
カ
ル
ヘ
キ
モ
本
件
ノ
如
キ
犯
罪
ハ
将
来
屡
々
発
生
ス
ヘ
キ
虞
ア
リ
」
と
考
え
て

　
⑧

い
た
。

　
こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
憲
兵
警
察
の
視
座
は
、
一
定
の
自
覚
的
な
運
動
家
の
集
ま
る
結
社
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
活
動
の
土
壌
た
る
民
衆
の
思

51　（887）



想
動
向
へ
と
下
降
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
一
部
地
方
で
の
残
存
義
兵
の
捜
索
過
程
で
も
促
さ
れ
た
こ
と
だ
っ
た
。

　
太
白
山
脈
の
貫
く
江
原
道
は
、
遊
繋
戦
の
根
拠
地
に
富
み
、
銃
器
の
扱
い
に
慣
れ
た
猟
師
も
多
く
、
韓
末
義
兵
闘
争
の
一
大
中
心
地
と
な
つ

　
　
⑨

て
い
た
。
併
合
後
も
残
存
義
兵
に
対
す
る
憲
兵
警
察
の
捜
索
活
動
は
婦
道
に
比
べ
か
な
り
多
く
、
例
え
ば
一
九
一
五
年
に
な
っ
て
も
捜
索
回
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

は
一
七
回
、
そ
の
た
め
の
出
動
人
員
は
七
四
名
に
及
ん
だ
（
朝
鮮
全
道
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
五
回
、
＝
五
名
）
。
ま
た
、
「
警
察
力
二
制
限
ア
リ
無

限
二
使
用
シ
得
サ
ル
」
、
「
大
捜
査
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
モ
人
員
限
リ
ア
リ
」
と
い
っ
た
事
情
か
ら
、
変
装
警
察
官
や
特
務
憲
兵
の
密
偵
な
ど
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

る
査
察
や
、
末
端
機
関
の
分
散
配
置
を
活
か
し
た
遠
路
巡
察
・
夜
間
警
羅
な
ど
の
対
策
も
日
常
的
に
と
ら
れ
た
。
し
か
し
結
局
、
こ
の
年
江
原

道
で
の
憲
兵
警
察
と
義
兵
の
衝
突
回
数
は
わ
ず
か
一
回
（
義
兵
人
数
は
四
人
）
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
憲
兵
警
察
が
し
ば
し
ば
出
会
っ
た

の
は
、
「
酒
幕
主
人
ノ
如
キ
ハ
賊
徒
ノ
行
動
ハ
比
較
的
能
ク
之
ヲ
知
ル
モ
亦
之
ヲ
隠
蔽
ス
ル
」
、
「
憲
兵
力
賊
徒
ノ
行
動
ヲ
人
民
千
尋
ヌ
ル
ニ
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

民
ハ
事
実
ヲ
以
テ
答
ヘ
サ
ル
ニ
反
シ
賊
徒
三
人
民
二
憲
兵
ノ
行
動
ヲ
尋
ヌ
ル
ト
キ
ハ
真
実
ヲ
以
テ
答
へ
居
ル
」
と
い
っ
た
状
況
だ
っ
た
。

　
ま
た
、
黄
海
道
警
務
部
・
海
州
憲
兵
隊
で
も
、
一
九
；
一
年
末
、
管
内
残
存
義
兵
の
一
斉
捜
索
を
行
っ
た
が
、
「
賊
徒
嫌
疑
者
」
の
検
挙
は

一
六
件
の
み
、
主
た
る
活
動
は
む
し
ろ
管
内
一
円
で
の
「
注
意
」
（
ご
五
三
三
件
）
、
門
説
諭
」
（
九
一
〇
件
）
、
「
挙
動
不
審
者
と
し
て
取
調
べ
た

者
」
（
一
九
〇
件
）
な
ど
だ
っ
た
（
『
毎
日
申
報
』
1
4
・
1
・
1
4
）
。
憲
兵
警
察
の
働
き
か
け
の
中
心
は
、
義
兵
そ
の
も
の
よ
り
は
そ
れ
を
支
え
る
一

般
民
衆
に
移
ろ
う
と
し
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
愛
国
啓
蒙
運
動
や
義
兵
闘
争
と
い
っ
た
韓
末
以
来
の
国
権
回
復
運
動
を
沈
黙
さ
せ
よ
う
と
す
る
過
程
で
、
憲
兵
警
察
当
局
は

民
衆
掌
握
の
必
要
性
を
あ
ら
た
め
て
痛
感
し
て
い
た
。
一
九
一
四
年
四
月
、
明
石
の
後
任
と
な
っ
た
警
務
総
長
（
一
憲
兵
隊
司
令
窟
）
立
花
小
一

郎
も
、
前
職
の
朝
鮮
曲
率
軍
参
謀
長
時
代
に
朝
鮮
内
を
巡
視
し
た
経
験
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
楽
観
論
を
戒
め
朝
鮮
人
内
部
の
門
監
督
取
締
を

励
行
す
る
必
要
」
を
語
り
、
同
月
開
か
れ
た
警
務
部
長
会
議
で
も
「
併
合
後
の
地
方
民
心
の
推
移
奈
何
を
調
査
」
す
る
よ
う
指
示
を
下
し
た

（『

?
日
申
報
』
5
・
1
9
、
5
・
2
0
）
。
表
向
き
口
に
し
て
い
た
朝
鮮
の
「
平
穏
」
と
い
う
雷
葉
を
逆
手
に
と
ら
れ
、
か
え
っ
て
批
判
勢
力
か
ら
は
縮

小
・
不
要
論
を
説
か
れ
て
い
た
憲
兵
警
察
は
、
内
実
で
絃
、
治
安
維
持
に
な
お
力
を
注
が
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
承
知
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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そ
れ
で
は
、
民
心
の
掌
握
と
い
う
課
題
に
持
し
て
、
憲
兵
警
察
は
ど
の
よ
う
な
側
面
か
ら
接
近
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
。
先
に
確
認
し
た
、

併
合
初
期
に
お
け
る
憲
兵
警
察
の
職
掌
の
肥
大
化
は
、
民
衆
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
に
干
渉
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
た
。

　
そ
れ
は
例
え
ば
朝
鮮
人
の
経
済
状
態
へ
の
対
策
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
前
述
の
国
友
は
、
「
無
為
徒
食
ノ
琵
」
が
闊
歩
し
て
い
る
原
因

は
、
い
わ
ゆ
る
恩
賜
金
の
横
布
に
よ
る
朝
鮮
人
の
富
裕
化
に
あ
る
と
捉
え
、
「
此
悪
習
ヲ
苅
除
セ
ン
ト
二
一
一
層
経
済
状
態
ヲ
悲
境
二
二
ラ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

メ
」
る
こ
と
で
「
鮮
人
ヲ
シ
テ
職
業
二
就
ク
ノ
習
風
ヲ
助
成
」
す
べ
し
と
説
く
。
朝
鮮
人
を
さ
ら
に
貧
窮
化
さ
せ
よ
と
い
う
あ
ま
り
に
も
露
骨

な
提
言
を
別
と
す
れ
ば
、
朝
鮮
人
に
職
を
与
え
る
こ
と
で
治
安
の
安
定
を
は
か
ろ
う
と
い
う
試
み
は
一
部
地
域
で
は
既
に
な
さ
れ
て
い
た
。
一

九
一
二
年
、
大
慌
憲
兵
分
隊
で
は
、
現
状
を
「
旧
来
の
草
賊
強
盗
の
如
き
犯
罪
は
、
今
や
窃
盗
詐
欺
若
く
は
賭
博
等
に
化
せ
ん
と
す
る
」
段
階

と
見
な
し
、
「
是
等
犯
人
の
根
源
た
る
無
職
者
」
の
実
態
を
調
査
し
た
上
で
、
生
業
に
就
く
意
志
の
あ
る
者
の
四
割
強
を
小
作
人
や
官
庁
雇
人

　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
し
て
就
業
さ
せ
た
。
こ
れ
は
、
道
庁
・
郡
庁
の
協
力
を
え
て
面
長
を
使
役
し
て
実
施
し
た
も
の
で
あ
り
、
憲
兵
警
察
が
地
方
行
政
の
中
枢
を

担
う
植
民
地
朝
鮮
で
あ
れ
ぼ
こ
そ
可
能
な
試
み
だ
っ
た
。

　
し
か
し
、
民
衆
生
活
に
関
与
を
深
め
よ
う
と
す
る
憲
兵
警
察
の
指
向
が
と
り
わ
け
顕
著
だ
っ
た
の
は
、
朝
鮮
支
配
政
策
の
根
幹
た
る
同
化
主

義
に
深
く
関
わ
る
宗
教
・
教
育
の
側
面
だ
っ
た
。
そ
の
素
地
は
既
に
併
合
初
期
か
ら
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。
側
道
警
務
部
・
憲
兵
隊
が
警
務
総
監

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

部
・
憲
兵
隊
司
令
部
に
上
申
し
た
一
九
一
一
年
三
月
時
点
の
管
内
状
況
報
告
を
ま
と
め
た
資
料
に
よ
れ
ば
、
報
告
の
項
目
の
立
て
方
は
各
道
と

も
大
体
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
こ
れ
ら
の
項
目
の
後
に
「
官
衙
ノ
開
廃
」
「
備
考
」
等
を
加
え
て
い
る
道
も
あ
る
）
。

　
「
賊
徒
ノ
情
勢
」
「
民
心
ノ
傾
向
」
「
法
令
普
及
ノ
景
況
及
新
法
令
発
布
前
後
民
心
ノ
傾
向
」
「
教
育
ノ
状
態
」
「
宗
教
ノ
状
態
」
「
地
方
衛
生

ノ
状
態
」
「
実
業
ノ
景
況
」
「
諸
発
見
及
企
業
」
「
運
輸
交
通
ノ
状
態
」
「
金
融
経
済
ノ
景
況
一
「
地
方
盛
衰
ノ
状
態
」
。

　
以
て
憲
兵
警
察
の
関
心
事
項
と
そ
の
優
先
順
位
が
知
れ
よ
う
。
義
兵
の
情
勢
や
民
心
の
傾
向
に
次
い
で
上
位
に
き
て
い
る
宗
教
と
教
育
に
つ

い
て
み
れ
ば
、
前
者
で
は
キ
リ
ス
ト
教
・
天
道
教
・
侍
天
教
等
の
動
向
が
、
後
者
で
は
公
立
普
通
学
校
や
私
立
学
校
へ
の
就
学
状
況
及
び
憲
兵

に
よ
る
日
本
藷
教
育
の
現
況
な
ど
が
報
告
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
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そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
・
教
育
を
重
視
す
る
認
識
は
一
〇
五

人
事
件
を
通
じ
て
さ
ら
に
強
化
さ
れ
た
。
「
夫
レ
現
在
ノ
教
育
法
ヲ

以
テ
シ
耶
蘇
教
二
一
大
鉄
槌
ヲ
加
フ
ル
ナ
ク
…
…
鮮
不
二
施
ス
ニ
寛

裕
ノ
待
遇
ヲ
以
テ
三
二
日
二
月
二
不
穏
思
想
ノ
伝
播
ト
為
り
青
年
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

挙
ケ
テ
兇
徒
ノ
集
団
タ
ラ
シ
ム
ヘ
シ
」
と
。

　
現
場
の
活
動
に
お
い
て
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
た
の
だ

ろ
う
か
。
江
原
道
警
務
部
・
春
川
憲
兵
隊
『
警
務
機
関
会
議
管
内
状

況
報
止
口
諮
㎜
間
麟
燗
亜
外
』
　
（
一
九
一
一
二
な
十
六
日
刀
、
　
『
慮
悪
丘
ハ
隊
資
料
　
』
所
収
。
以
下

『
摘
要
』
と
す
る
）
を
材
料
に
検
討
し
よ
う
。
『
摘
要
』
に
は
、
「
警
察

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

眼
ヲ
以
テ
ス
レ
二
丁
ム
鱈
ノ
ア
リ
ト
ア
ラ
ユ
ル
之
皆
自
今
ノ
職
掌
二
二
四

係
が
起
ッ
テ
来
ル
」
（
『
摘
要
』
八
六
丁
、
警
務
部
長
の
七
一
蕎
）
と
の
認
識

に
た
が
わ
ず
、
様
々
な
問
題
に
言
及
が
あ
る
。
こ
れ
を
表
3
に
ま
と

め
て
み
れ
ば
、
特
に
各
機
関
の
関
心
が
集
中
し
て
い
る
の
は
、
宗
教

と
教
育
の
問
題
だ
っ
た
こ
と
が
判
る
だ
ろ
う
。

　
宗
教
関
係
で
は
、
儒
教
・
仏
教
あ
る
い
は
親
日
的
な
侍
天
教
ま
で

が
監
視
対
象
と
さ
れ
、
少
数
は
「
要
視
察
人
」
と
さ
れ
た
が
、
中
心

は
キ
リ
ス
ト
教
対
策
に
あ
っ
た
。
元
来
、
新
文
化
の
流
入
が
遅
く
、

儒
教
的
抗
日
意
識
や
天
道
教
民
族
主
義
の
方
が
濃
厚
だ
っ
た
と
さ
れ

⑰る
江
原
道
で
、
キ
リ
ス
ト
教
が
監
視
の
焦
点
と
な
っ
た
の
慧
、
「
耶

蓑3　if警務機関会議管内状況報告談問摘要』における諮問事項一覧

計

文官警察機関

警　察　三

関機兵憲

5

通
川
○

金
城

平
昌

江
陵浮

鞭
○

分遣所

粁i族i平
城i善i海

隊分
，諮問事項

○

蔚
珍

寧
越

原
州
　
○

高
城
○

西
陽

麟
蹄

キリスト教監視宗
教

3
　
4
　
3
4
　
2

　
○

○
○
○

○

○

○
○

OIO
O1

9
H
　
9
岬

○
　
　
○

○
○
○

○

　
　
　
　
○

○
　
　
○

私立学校の監視

尊堂の監督

日本語の普及

火田対策

森林保護

衛生組合の設立

警察医の漬瓜状況

教
育

土
地

衛
生

3○oio
lo識雛酬道路建設 lo　li oi 1　21

出典＝江原道警務部・春気憲兵隊『警務機醐会議管内状況報告諮問摘要』（1913年6月）により作成。

注110印は，各機関において該当する諮問事碩に言及があったことを示す。
　2：諮問事項は，2つ以上の機関で言及されたもののみをあげた。したがって，ここにあげた

　　　事項のいずれにも言及していない機関もある（引潮憲兵分遣所と平昌警察署）。
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蘇
教
ノ
取
締
リ
ダ
カ
…
…
其
程
度
が
社
会
ノ
風
紀
ヲ
棄
シ
法
規
二
触
ル
ル
モ
ノ
ハ
之
レ
ハ
警
察
官
力
当
然
取
締
ル
可
キ
」
も
の
だ
（
『
摘
要
』
四

八
丁
、
警
務
部
長
の
発
言
）
と
の
如
く
、
し
ば
し
ば
キ
リ
ス
ト
教
が
植
民
地
支
配
秩
序
へ
の
脅
威
と
み
な
さ
れ
た
た
め
だ
っ
た
。
実
際
に
憲
兵
警
察

に
よ
る
調
査
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
宣
教
師
や
信
徒
の
数
、
言
動
ば
か
り
で
は
な
い
。
信
徒
が
「
何
レ
丈
ケ
ノ
資
産
教
育
ヲ
持
ッ
テ
居
ル
モ
ノ

カ
」
を
調
べ
、
憲
兵
警
察
の
も
つ
戸
口
調
査
と
照
合
す
る
こ
と
で
、
「
上
層
」
か
「
下
層
」
か
と
い
う
信
徒
の
階
層
を
把
握
す
る
こ
と
に
努
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

い
た
（
『
摘
要
』
二
六
、
ご
七
、
六
九
、
七
〇
丁
、
獲
陽
警
察
署
長
及
び
通
墨
黒
察
署
長
の
発
言
）
。
そ
の
背
景
に
は
、
「
思
慮
ア
ル
両
斑
が
山
名
ナ
リ
ニ
十

名
ナ
リ
入
ヅ
テ
居
レ
バ
機
会
ノ
ア
ル
毎
二
愚
昧
ナ
ル
信
徒
ヲ
集
メ
テ
不
穏
ノ
思
想
ヲ
注
入
ス
ル
コ
ト
ニ
ナ
ル
」
（
『
摘
要
』
七
〇
丁
、
警
務
部
長
の

発
言
）
と
い
う
よ
う
に
、
「
上
層
」
の
信
徒
の
「
不
穏
思
想
」
が
多
数
の
「
下
層
」
信
徒
に
伝
播
す
る
こ
と
へ
の
危
惧
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
警
戒
は
、
そ
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
私
立
学
校
に
も
向
け
ら
れ
た
。
江
原
道
に
お
け
る
私
立
学
校
は
少
数

だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
一
四
年
三
月
時
点
で
、
私
立
各
種
学
校
総
数
＝
一
〇
七
の
内
、
江
原
道
房
在
は
三
八
校
）
、
憲
兵
警
察
末
端
は
、
管
内
の
私

立
学
校
数
を
把
握
す
る
ば
か
り
か
、
「
時
々
憲
兵
が
立
寄
リ
マ
シ
テ
監
視
奨
励
督
励
ス
ル
ト
カ
若
ハ
教
科
書
ノ
取
締
リ
モ
行
ッ
」
た
り
、
基
本

財
産
の
有
無
を
調
査
し
た
り
、
要
視
察
人
と
し
て
学
校
長
の
動
向
を
追
跡
し
た
り
し
て
い
る
（
『
摘
要
』
一
五
～
一
七
、
五
七
、
七
七
丁
、
粁
誠
憲
兵

分
遣
所
長
、
准
陽
・
高
城
憲
兵
分
隊
長
の
発
言
）
。
こ
う
し
た
活
動
は
、
道
・
郡
の
地
方
行
政
官
庁
と
の
密
接
な
連
携
の
上
に
な
さ
れ
た
。

　
こ
の
ほ
か
、
小
規
模
の
民
間
教
育
機
関
で
あ
る
書
堂
に
対
し
て
も
、
査
察
を
伴
っ
た
干
渉
を
し
て
い
た
が
、
書
堂
に
対
し
て
は
、
十
分
に
普

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

及
し
て
い
な
い
公
立
普
通
学
校
の
補
完
的
役
割
を
果
た
す
も
の
と
し
て
一
定
容
認
し
つ
つ
、
「
機
微
ノ
間
曲
操
縦
シ
良
ク
導
ビ
エ
テ
之
等
ヲ
援

　
マ
　
マ

助
セ
ン
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ソ
」
（
『
摘
要
』
五
二
～
五
三
丁
、
警
務
部
長
の
発
　
蕎
）
な
ど
と
、
植
民
地
支
配
に
順
応
さ
せ
る
方
向
へ
の
善
導
を
図
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

こ
う
し
た
立
場
は
、
総
督
府
が
書
聖
規
則
の
発
布
（
一
九
一
八
年
）
ま
で
と
っ
て
い
た
書
堂
「
温
存
政
策
」
を
か
な
り
忠
実
に
反
映
し
た
も
の
だ

っ
た
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
憲
兵
警
察
は
、
内
務
部
長
官
の
依
頼
を
受
け
、
日
本
人
教
員
の
配
置
さ
れ
て
い
な
い
地
域
で
日
本
語
教
育
に
当
た

　
⑲つ

た
。
も
っ
と
も
『
摘
要
』
に
あ
ら
わ
れ
た
状
況
に
限
れ
ば
、
公
立
普
通
学
校
の
訓
溝
・
教
員
の
設
け
た
日
本
語
教
育
施
設
に
立
ち
寄
る
程
度

で
、
憲
兵
警
察
自
身
が
直
接
に
日
本
語
教
育
に
た
ず
さ
わ
っ
た
の
は
少
数
の
駐
在
所
に
限
ら
れ
て
い
た
（
『
摘
要
』
九
五
丁
）
。

55　（891）



　
右
の
検
討
は
、
地
域
的
に
限
定
さ
れ
た
資
料
に
依
拠
し
て
い
る
た
め
、
他
の
各
道
で
も
全
く
同
様
の
状
況
に
あ
っ
た
と
は
断
定
で
き
な
い
．

し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
や
私
立
学
校
の
勢
力
が
む
し
ろ
微
弱
な
江
原
道
で
さ
え
そ
れ
ら
へ
の
関
心
が
際
立
っ
て
い
た
こ
と
、
あ
る
い
は
、
例
え

ば
、
藁
葺
南
道
警
務
部
長
（
一
元
山
憲
兵
隊
長
）
が
、
「
多
く
の
憲
兵
警
察
官
が
学
校
私
塾
学
生
の
教
育
事
業
に
関
与
し
其
の
発
達
に
力
を
籍
す

　
　
　
　
　
⑳

も
の
少
く
な
い
」
と
の
管
内
視
察
談
を
残
し
て
い
る
こ
と
、
等
か
ら
見
て
、
程
度
の
差
は
あ
れ
他
の
地
域
で
も
、
宗
教
・
教
育
の
問
題
が
治
安

的
関
心
の
上
位
に
あ
っ
た
と
考
え
て
大
過
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
、
一
九
一
〇
年
代
前
半
を
中
心
に
、
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
憲
兵
警
察
の
治
安
認
識
を
追
っ
た
。
日
本
本
国
の
警
察
な
い
し
そ
の
原
型

と
な
っ
た
大
陸
型
警
察
と
比
較
し
た
揚
合
、
高
等
警
察
機
能
の
重
点
的
強
化
と
一
般
罠
衆
の
思
想
状
況
へ
の
昏
睡
と
い
う
点
に
ど
れ
ほ
ど
の
独

自
性
を
見
い
だ
せ
る
の
か
疑
問
視
す
る
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
に
跡
づ
け
た
過
程
に
は
、
次
の
三
点
に
お
い
て
、

植
民
地
朝
鮮
に
根
ざ
し
た
特
質
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
に
、
治
安
方
針
で
も
機
構
面
で
も
高
等
警
察
部
門
が
重
視
さ
れ
た
の
が
、
憲
兵
警
察
機
構
の
ま
さ
に
成
立
時
か
ら
の
現
象
だ
と
い
う
点

で
あ
る
。
通
例
、
警
察
機
構
は
、
日
本
本
国
に
お
け
る
よ
う
に
行
政
警
察
を
出
発
点
と
し
、
そ
の
拡
大
と
と
も
に
国
事
警
察
そ
し
て
高
等
警
察

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
分
離
が
生
ず
る
と
い
う
過
程
を
た
ど
る
が
、
そ
れ
を
思
え
ば
高
等
警
察
が
当
初
か
ら
枢
要
の
地
位
を
占
め
た
こ
と
は
朝
鮮
警
察
の
大
き
な
特

徴
と
い
え
た
。
第
二
に
、
民
心
の
動
向
に
強
い
関
心
を
む
け
た
こ
と
は
、
単
に
治
安
警
察
の
一
般
的
機
能
を
朝
鮮
に
適
用
し
た
も
の
と
い
う
よ

り
、
愛
国
啓
蒙
運
動
や
義
兵
闘
争
の
鎮
圧
過
程
に
お
い
て
民
衆
掌
握
の
必
要
性
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
た
指
向
で
あ
り
、

そ
れ
だ
け
に
独
立
運
動
の
末
然
防
止
と
い
う
狙
い
が
明
ら
か
だ
っ
た
。
第
三
に
、
民
心
の
動
向
へ
の
着
目
と
い
う
思
考
様
式
が
、
宗
教
・
教
育

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
い
っ
た
本
来
「
行
政
警
察
に
あ
ら
ざ
る
様
な
」
側
面
に
お
い
て
集
中
的
に
現
れ
た
。
朝
鮮
民
族
の
宗
教
・
教
育
活
動
に
対
す
る
総
督
府
権
力

の
介
入
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
で
論
及
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
か
く
も
深
く
憲
兵
警
察
が
関
与
し
て
い
た
こ
と
は
や
は
り
注
目
さ
れ
て
よ

い
。
憲
兵
警
察
が
内
務
行
政
に
関
わ
る
体
制
は
、
地
方
行
政
機
構
の
未
発
達
と
い
う
植
民
地
朝
鮮
の
実
情
と
表
裏
一
体
の
現
象
だ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
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ざ
て
、
そ
の
よ
う
な
「
憲
兵
政
治
」
の
重
圧
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
朝
鮮
民
衆
は
窒
息
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
朝
鮮
人
は
、
管
内
を

巡
察
す
る
警
務
部
長
や
糧
米
を
求
め
に
き
た
警
察
署
長
に
冷
た
い
態
度
を
と
っ
た
り
す
る
か
た
わ
ら
（
『
摘
要
』
三
五
、
四
五
丁
、
警
務
部
長
、
金
城

警
察
署
長
の
発
言
）
、
し
た
た
か
な
一
面
も
見
せ
た
。
文
官
警
察
か
ら
憲
兵
に
管
轄
替
え
に
な
っ
た
地
域
で
は
「
憲
兵
ハ
寛
チ
ア
リ
警
察
官
ハ
厳

テ
ア
ル
」
と
の
流
言
を
流
し
て
憲
兵
を
「
ダ
マ
」
し
、
「
此
管
内
テ
モ
寛
二
行
ッ
テ
」
も
ら
お
う
と
謀
っ
た
り
、
「
今
度
来
タ
警
察
署
長
が
八
釜

敷
イ
苦
ガ
ー
シ
イ
顔
ヲ
シ
テ
居
ル
カ
ラ
ー
ツ
早
ク
建
テ
様
ト
」
、
表
面
上
自
発
的
に
「
愛
着
善
政
碑
」
を
建
立
す
る
こ
と
で
警
察
の
圧
力
を

緩
和
さ
せ
よ
う
と
し
た
り
し
て
い
る
（
『
摘
要
』
五
〇
、
九
一
～
九
二
丁
、
警
務
部
長
の
発
雷
）
。

　
そ
し
て
民
心
の
深
層
に
く
す
ぶ
る
反
日
感
情
は
、
既
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
時
に
植
民
地
支
配
に
実
力
を
も
っ
て
反
抗
す
る
「
民
青
」

　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

と
な
っ
て
噴
出
し
た
。
江
原
道
で
も
、
一
四
年
九
月
、
三
陽
郡
の
住
民
数
百
名
が
民
有
林
の
国
有
林
へ
の
編
入
に
抗
議
し
農
商
工
部
嘱
託
の
日

本
人
の
殺
害
に
及
ぶ
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
（
『
毎
日
申
報
』
1
5
・
4
．
5
）
。
憲
兵
警
察
の
出
会
っ
た
朝
鮮
民
衆
の
姿
と
は
、
そ
の
よ
う

な
も
の
だ
っ
た
。

①
　
　
「
憲
兵
及
警
察
制
度
変
革
二
当
り
心
得
方
訓
示
」
　
（
朝
鮮
総
督
府
警
務
総
監
部

　
警
務
課
編
『
朝
鮮
警
察
例
規
聚
』
一
九
一
三
年
、
二
七
四
頁
）
。

②
小
森
、
前
掲
書
、
四
五
二
頁
。

③
内
閣
印
刷
局
編
『
職
員
録
瞼
各
年
版
、
対
馬
、
前
掲
論
文
（
二
）
、
七
二
四
～

　
七
二
五
頁
。

④
「
明
治
四
十
四
年
中
施
行
二
係
ル
重
要
政
務
報
告
ノ
件
」
（
『
公
文
雑
纂
』
2
A

　
1
3
纂
一
一
八
七
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）
。

⑤
　
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
歩
慶
老
『
一
〇
五
人
ぶ
件
斗
新
畏
会
研
究
』
（
…
志

　
社
、
一
九
九
〇
年
）
九
頁
以
下
。

⑥
国
史
編
纂
委
員
会
編
『
韓
團
独
立
運
動
史
』
第
二
巻
（
同
、
一
九
六
六
年
）
八

　
五
～
一
〇
二
頁
な
ど
を
参
照
。
な
お
、
国
外
運
動
の
中
心
だ
っ
た
間
島
の
独
立
運

　
動
に
対
す
る
朝
鮮
警
察
の
取
締
は
、
　
（
～
九
〇
九
年
の
間
島
協
約
に
よ
り
同
地
域

　
が
中
瀬
領
と
さ
れ
た
た
め
）
竈
に
外
務
省
を
通
じ
た
間
接
的
・
限
定
的
な
も
の
に

　
と
ど
ま
っ
た
の
で
、
本
稿
で
は
直
接
の
考
察
対
象
と
し
て
い
な
い
。
識
量
燥
『
近

　
代
東
ア
ジ
ア
の
政
治
力
学
』
（
錦
正
社
、
　
一
九
九
｝
年
）
九
五
～
一
〇
六
頁
を
参

　
照
さ
れ
た
い
。

⑦
警
務
総
監
部
高
等
警
察
課
作
成
と
思
わ
れ
る
「
不
逞
事
件
関
係
者
現
状
調
査
」

　
（
一
九
一
六
年
入
月
、
金
正
明
編
『
朝
鮮
独
立
運
動
』
第
千
巻
、
原
書
房
、
｝

　
九
六
七
年
、
二
九
七
～
二
九
九
頁
所
収
）
に
よ
れ
ば
、
両
訴
件
関
係
者
一
七
四
名

　
（
死
亡
者
．
所
在
不
明
者
一
〇
名
を
除
く
）
の
内
、
「
改
俊
の
情
認
め
難
く
注
意

　
を
要
す
る
者
」
四
八
名
、
「
多
少
改
俊
の
清
あ
る
も
尚
注
意
を
要
す
る
者
」
七
四

　
名
と
な
っ
て
い
る
。

⑧
　
團
高
尚
謙
稿
『
秘
不
逞
事
件
二
依
ッ
テ
観
タ
ル
朝
鮮
人
』
（
一
九
＝
｝
年
か
、

　
復
刻
、
不
二
出
版
、
一
九
八
六
年
）
二
〇
四
、
一
二
一
丁
（
復
刻
版
、
四
一
四
、
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四
二
九
頁
）
。

⑨
李
求
鋳
「
江
原
道
地
方
斜
義
兵
抗
争
」
（
江
原
義
兵
運
動
史
研
究
会
編
『
江

　
原
義
兵
運
動
史
』
江
原
大
学
校
出
版
部
、
一
九
八
七
年
）
。

⑩
朝
鮮
駐
筍
憲
兵
隊
司
令
都
・
朝
鮮
総
督
府
警
務
総
監
部
『
警
察
統
計
』
一
九
一

　
五
年
版
。

⑪
江
原
道
警
務
部
、
前
掲
『
警
務
機
関
会
議
諮
問
事
項
答
申
（
警
務
係
）
』
二
五

　
～
三
三
丁
、
春
用
憲
兵
隊
本
部
『
江
原
道
状
況
梗
概
』
（
一
九
＝
二
年
、
東
京
経

　
済
大
学
『
桜
井
義
之
文
庫
』
所
蔵
）
二
四
三
～
二
四
四
頁
。

⑫
江
原
道
警
務
部
、
同
前
、
二
五
、
二
七
丁
。

⑬
　
国
友
、
晶
馴
掲
稿
本
、
　
二
二
〇
丁
（
復
刻
版
、
四
四
六
～
四
四
七
百
ハ
）
。

⑭
　
脇
野
義
雄
「
朝
鮮
に
於
て
試
み
た
る
根
本
的
犯
罪
曲
直
策
」
（
『
軍
恋
警
察
雑
誌
』

　
第
六
巻
第
八
号
、
一
九
一
二
年
八
月
）
。

⑮
朝
鮮
駐
笥
憲
兵
隊
司
令
部
・
朝
鮮
総
督
府
警
務
総
監
部
『
賊
徒
構
二
道
溺
管

　
内
情
況
一
覧
表
』
（
一
九
一
一
年
三
月
）
。
原
本
は
ハ
ワ
イ
大
学
所
蔵
か
。
筆
者
は

　
青
丘
文
庫
所
蔵
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
コ
ピ
ー
版
を
利
用
し
た
。

⑯
国
友
、
前
掲
稿
本
、
二
一
＝
丁
（
復
刻
版
、
四
四
八
頁
）
。

⑰
趙
東
木
…
「
三
・
一
運
動
潮
地
方
史
的
性
格
i
江
原
道
地
方
音
中
心
〇
一
呈
」

　
（
『
日
照
下
植
民
地
時
代
明
民
族
運
動
』
図
書
出
版
プ
ル
ピ
ッ
、
一
九
八
一
年
）

　
三
七
～
四
一
頁
。

⑱
盧
榮
澤
『
臼
帝
墨
斑
衆
教
育
運
動
史
』
（
探
求
堂
、
一
九
七
九
年
）
八
一
～
八

　
三
頁
。

⑲
　
「
憲
兵
巡
査
二
国
語
教
授
依
頼
ノ
件
」
（
『
警
務
月
報
』
第
七
号
、
一
九
一
一
年
）

　
一
一
一
二
～
一
二
四
頁
。

⑳
隈
都
憲
兵
大
佐
「
威
鏡
南
方
巡
視
談
」
（
『
堅
甲
警
察
雑
誌
臨
機
五
巻
第
六
号
、

　
一
九
＝
年
六
月
）
七
八
頁
。

⑳
　
大
日
方
港
図
『
日
本
近
代
国
家
の
成
立
と
警
察
』
（
校
倉
書
房
、
一
九
九
二
年
）

　
一
瓢
二
五
～
一
工
ハ
○
百
ハ
。

⑫
憲
兵
中
尉
Y
生
「
朝
鮮
の
行
政
警
察
」
（
『
軍
事
警
察
雑
誌
』
第
四
巻
第
一
一
号
、

　
一
九
一
〇
年
＝
月
）
二
〇
頁
。
「
園
定
教
科
書
に
あ
ら
ざ
る
教
科
書
の
使
用
取

　
締
」
を
例
に
あ
げ
述
べ
た
言
葉
。

⑬
金
龍
徳
「
日
帝
朝
「
経
済
…
的
収
奪
、
斗
民
擾
（
一
九
一
〇
～
一
九
一
入
）
」
（
上
）

　
（
下
）
（
『
歴
史
学
報
』
第
四
一
、
四
二
号
、
一
九
六
九
年
三
、
七
月
）
。
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四
　
武
断
政
治
末
期
の
憲
兵
警
察

　
三
・
一
運
動
の
前
史
を
も
な
す
武
断
政
治
後
半
期
に
お
い
て
、
憲
兵
警
察
は
、
教
育
や
宗
教
の
状
況
に
依
然
治
安
関
心
を
抱
き
な
が
ら
、
そ

れ
ら
を
通
じ
て
社
会
思
潮
の
動
揺
と
い
う
問
題
を
看
取
し
て
い
く
。

　
一
九
一
四
年
七
月
、
第
一
次
世
界
大
戦
勃
発
。
大
戦
の
余
波
で
朝
鮮
も
戦
地
に
な
る
と
か
朝
鮮
人
も
兵
役
に
と
ら
れ
る
と
い
っ
た
流
言
の
横

行
は
（
『
毎
日
申
報
』
8
・
1
9
、
8
・
2
8
、
『
朝
鮮
新
聞
』
1
0
・
－
）
、
総
督
府
当
局
に
も
朝
鮮
人
自
身
に
も
社
会
変
動
の
予
兆
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
だ

っ
た
が
、
一
九
一
〇
年
代
後
半
、
そ
れ
は
徐
々
に
具
体
化
し
た
。
経
済
的
側
面
で
は
一
六
年
以
降
、
米
価
を
中
心
に
物
価
が
高
騰
し
た
。
一
〇
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年
代
を
通
じ
朝
鮮
農
村
で
は
過
剰
人
口
が
滞
留
し
、
農
業
経
営
の
零
細
農
が
進
ん
で
い
た
が
、
大
多
数
を
占
め
た
貧
農
は
こ
の
物
価
騰
貴
に
よ

り
一
層
の
打
撃
を
被
っ
た
。
ま
た
、
社
会
思
潮
の
側
面
で
は
、
金
融
業
・
商
業
等
に
進
出
し
た
一
部
朝
鮮
人
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
族
主
義
の
基
盤

を
用
意
し
、
韓
国
併
合
以
来
渡
日
し
て
い
た
朝
鮮
人
留
学
生
が
一
〇
年
代
後
半
に
順
次
帰
国
し
旧
慣
改
革
・
実
力
養
成
を
主
張
し
た
こ
と
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

あ
い
ま
っ
て
、
西
欧
的
素
養
を
身
に
つ
け
た
新
知
識
人
層
が
一
定
の
影
響
力
を
も
ち
は
じ
め
た
。

　
憲
兵
警
察
も
こ
う
し
た
変
動
へ
の
対
応
を
求
め
ら
れ
て
い
た
。
　
一
九
一
六
年
初
め
、
警
務
総
監
部
保
安
課
長
中
野
有
光
は
、
「
近
年
社
会
の

進
歩
発
展
の
著
し
き
に
伴
ひ
一
般
社
会
の
思
潮
に
大
変
動
を
来
し
経
済
上
の
変
化
な
ど
見
逃
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
殊
に
朝
鮮
人
の
思
想

界
に
及
ぼ
し
つ
つ
あ
る
影
響
は
格
別
の
現
象
」
と
の
観
察
を
示
し
、
「
民
心
の
趨
向
と
社
会
の
風
潮
と
を
立
脚
地
と
し
て
其
結
果
を
窺
知
し
以

て
犯
罪
を
未
発
に
警
告
す
る
こ
と
」
を
警
察
官
の
任
務
と
し
て
強
調
し
た
（
『
京
城
日
報
』
－
・
5
）
。
同
年
、
寺
内
総
督
も
警
務
部
長
会
議
で
の

訓
示
で
、
　
「
時
世
ノ
進
運
二
伴
ヒ
民
業
ノ
発
展
事
物
ノ
改
善
法
ク
観
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ア
ル
ト
同
時
二
動
モ
ス
レ
ハ
軽
薄
ノ
気
風
ヲ
醸
生
シ
奢
修
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

弊
習
ヲ
馴
致
ス
ル
ハ
避
ク
ヘ
カ
ラ
サ
ル
勢
ナ
リ
ト
難
三
章
既
二
等
ノ
傾
向
ノ
著
シ
キ
モ
ノ
ア
ル
ハ
塞
二
憂
慮
二
堪
ヘ
サ
ル
所
ナ
リ
」
と
述
べ
て

い
る
。
ま
た
、
同
年
一
〇
月
寺
内
を
継
い
で
総
督
の
座
に
つ
い
た
長
谷
川
好
道
は
、
翌
一
七
年
初
め
の
警
務
部
長
会
議
で
の
訓
示
で
、
「
守
旧

心
迷
の
徒
」
と
と
も
に
「
新
教
育
を
受
け
た
輩
に
し
て
無
稽
の
行
動
を
敢
え
て
為
」
す
者
の
動
向
に
注
意
を
促
し
た
（
『
毎
霞
申
報
』
1
．
2
3
）
。

　
し
か
し
、
治
安
当
局
に
よ
る
こ
の
時
期
の
社
会
変
動
、
特
に
一
般
民
衆
の
経
済
状
態
に
対
す
る
把
握
に
は
一
定
の
限
界
が
あ
っ
た
。
業
転
憲

兵
分
遣
所
（
平
安
北
道
警
務
部
・
義
露
霜
丘
潮
脚
所
属
）
の
作
成
し
た
『
管
内
状
況
報
告
』
（
…
九
「
七
年
九
月
頃
か
、
『
憲
兵
隊
資
料
』
単
収
。
以
下
『
報
告
』

と
す
る
）
を
手
が
か
り
に
、
こ
の
点
を
検
討
し
た
い
。
『
報
告
』
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
管
内
約
三
万
五
千
人
の
　
「
金
融
経
済
ノ
状
況
」
は
、

「
近
年
農
作
引
続
キ
豊
穣
ニ
シ
テ
本
年
ノ
如
キ
モ
約
一
割
ノ
増
収
ヲ
見
ル
子
捨
キ
状
況
ニ
ァ
リ
」
、
ま
た
蚕
糸
の
「
好
景
況
」
な
ど
も
あ
り
、

「
地
方
経
済
状
態
甚
ダ
潤
沢
ニ
シ
テ
良
好
ナ
リ
特
ク
一
二
般
農
民
至
極
生
活
豊
ナ
ル
モ
ノ
玉
響
シ
」
と
さ
れ
て
い
る
（
『
報
告
』
三
〇
～
三
一
丁
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
し
か
し
、
『
報
告
』
中
の
「
地
方
物
価
表
」
に
見
え
る
米
価
（
一
石
二
二
円
）
は
明
ら
か
に
高
米
価
の
水
準
で
あ
り
、
こ
の
地
方
が
下
層
農
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

の
生
活
難
か
ら
免
れ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
（
な
お
、
『
報
告
』
に
は
賃
労
働
者
の
続
出
（
「
黒
鉛
採
堀
者
ノ
倉
出
し
）
と
い
う
現
象
も
記
録
さ
れ
て
い
る
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が
、
こ
れ
が
物
価
騰
貴
と
因
果
関
係
を
も
つ
の
か
は
料
断
し
が
た
い
）
。

　
こ
の
よ
う
な
均
衡
を
失
し
た
捉
え
方
は
、
単
に
管
内
の
安
定
ぶ
り
を
誇
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
憲
兵

警
察
が
民
衆
の
経
済
的
困
窮
に
対
処
す
る
能
力
、
職
権
を
も
た
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
彼
ら
は
そ
の
気
に

な
れ
ぼ
貧
民
調
査
や
職
業
紹
介
も
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
問
題
は
、
民
衆
の
思
想
状
況
の
捉
え
方
と
関
連
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
『
報
告
』
が
管
内
の
「
民
心
ノ
傾
向
ト
シ
テ
著
シ
キ
モ
ノ
」
と
し
て
指
摘
す
る
の
は
二
般
教
育
思
想
ノ
発
達
」
i
二
般
二
学
業
ノ
必
要

ヲ
絶
叫
シ
都
都
ノ
別
ナ
ク
其
旺
盛
ナ
ル
ヲ
来
セ
ル
」
と
い
う
状
況
で
あ
る
（
『
報
告
』
八
、
～
二
〇
丁
）
。
学
齢
児
童
の
普
通
学
校
へ
の
自
発
的
入
学

や
女
子
教
育
の
勃
興
、
「
新
教
育
陣
鐘
ル
国
語
歴
史
数
学
等
ノ
科
鼠
ヲ
設
ケ
」
た
書
堂
の
増
加
な
ど
の
現
象
は
、
「
権
利
思
想
」
や
［
義
務
心
」

の
発
達
、
「
法
令
ノ
普
及
」
等
と
あ
わ
せ
、
総
じ
て
「
皇
化
ノ
恩
恵
」
が
及
ん
だ
成
果
と
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
の
朝
鮮
に
現
れ
た
「
教
育
思
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ノ
発
達
」
が
植
民
地
支
配
体
制
の
枠
内
に
お
さ
ま
る
も
の
と
い
う
見
方
は
学
務
当
局
に
も
共
通
し
た
見
解
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
一
方

で
、
『
報
告
』
は
、
「
内
地
人
触
接
シ
タ
ル
普
通
学
校
卒
業
生
其
他
学
校
卒
業
生
稽
素
養
ア
リ
宮
吏
ヲ
希
望
ス
ル
ノ
輩
ハ
甚
ダ
奢
修
華
美
ノ
風

ヲ
好
ミ
…
…
新
政
ノ
要
求
ス
ル
着
実
穏
健
ノ
思
想
モ
失
」
っ
て
い
る
、
と
い
う
青
年
知
識
人
層
の
危
惧
す
べ
き
傾
向
を
指
摘
す
る
こ
と
も
忘
れ

な
い
（
『
報
告
』
二
丁
）
。
な
お
、
キ
リ
ス
ト
教
の
動
向
に
対
し
て
は
、
「
常
二
牧
師
宜
教
師
勧
誘
ス
ル
モ
ノ
ノ
行
動
言
動
山
門
内
覧
二
努
メ
」

て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
「
近
来
絶
ヘ
テ
不
穏
非
違
非
行
ヲ
認
メ
ズ
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
（
『
報
告
』
一
四
丁
）
。

　
こ
の
よ
う
に
「
著
移
華
美
ノ
風
」
に
毒
さ
れ
た
青
年
層
を
当
面
の
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
警
戒
対
象
と
み
な
す
『
報
告
』
作
成
考
が
、
経
済
状
態

に
目
を
向
け
た
と
き
、
自
然
と
関
心
が
向
か
っ
た
の
が
地
方
経
済
の
「
潤
沢
」
で
「
豊
ナ
ル
偏
側
面
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
思
考
の
連
鎖
か
ら
は
、
裏
面
に
隠
さ
れ
た
一
般
民
衆
の
困
窮
化
は
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
は
、
先
に
引
い
た
「
民
業
ノ
発
展
」
に
よ
る
「
軽
薄
ノ
気
風
」
の
横
行
に
懸
念
を
賦
す
寺
内
の
訓
示
や
、
「
流
行
的
奢
修
」
を
戒
め
「
勤

倹
貯
蓄
」
を
説
く
御
用
紙
『
毎
石
菖
報
』
（
1
6
・
5
・
6
、
1
8
・
7
・
1
7
～
7
・
2
1
ほ
か
）
の
姿
勢
と
も
通
了
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
龍
山
憲
兵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

分
隊
長
の
矢
野
助
蔵
は
、
『
報
告
』
と
同
じ
頃
、
京
城
憲
兵
隊
か
ら
の
諮
問
に
対
し
、
次
の
よ
う
な
現
状
分
析
を
示
し
て
い
る
。
黙
鮮
人
に
至
っ
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て
は
、
先
づ
其
の
思
想
界
に
於
て
混
乱
荒
廃
蓋
し
今
日
よ
り
甚
し
き
は
誹
る
べ
し
：
…
・
殊
に
耶
蘇
教
は
外
国
宣
教
師
に
依
り
て
宣
布
せ
ら
れ
た

る
も
の
に
し
て
…
…
信
徒
の
不
良
分
子
を
通
じ
て
有
識
階
級
に
誤
想
を
懐
か
し
め
、
施
政
上
重
大
な
る
妨
害
を
与
へ
た
り
偏
。
そ
し
て
こ
の
よ

う
な
思
想
状
況
は
、
「
併
合
以
来
の
産
業
政
策
は
大
に
物
質
上
の
進
歩
を
促
し
…
：
山
般
民
の
嗜
好
生
活
を
向
上
せ
し
め
た
る
」
こ
と
と
対
比

し
て
、
「
精
神
界
の
状
態
は
依
然
旧
の
如
く
」
と
要
約
さ
れ
る
。
「
防
貧
警
察
」
に
関
心
を
払
う
者
が
皆
無
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
（
『
朝
鮮
新
聞
』

16

E
3
・
1
7
、
漏
路
警
察
署
長
談
話
）
、
当
時
期
の
憲
兵
警
察
は
基
本
的
に
、
警
戒
す
べ
き
社
会
変
動
を
も
っ
ぱ
ら
朝
鮮
人
の
思
想
状
況
に
見
い
だ

し
、
そ
の
経
済
状
態
に
つ
い
て
は
富
裕
化
し
て
い
る
と
捉
え
る
傾
向
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ヨ本職治下の朝鮮における憲兵警察機構（松田）

　
さ
て
、
第
一
次
大
戦
末
期
の
一
七
年
二
月
、
ロ
シ
ア
で
は
社
会
主
義
一
〇
月
革
命
が
起
こ
り
、
続
い
て
翌
一
八
年
一
月
、
米
大
統
領
ウ
ィ

ル
ソ
ン
は
一
四
ケ
条
綱
領
を
発
表
し
罠
族
自
決
の
原
則
を
明
ら
か
に
し
た
。
世
界
的
規
模
で
植
民
地
の
民
族
解
放
運
動
を
鋼
激
し
た
こ
の
二
つ

の
事
件
は
、
植
民
地
朝
鮮
に
お
い
て
も
治
安
当
局
の
警
戒
心
を
喚
起
す
る
に
十
分
な
も
の
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
一
九
一
九
年
一
月
、
警
務
総
監
部
は
民
族
自
決
主
義
や
パ
リ
講
和
会
議
に
関
す
る
記
事
の
新
聞
へ
の
掲
載
を
一
切
禁
じ
た
。
ま
た
二
月
一
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

日
、
憲
兵
隊
司
令
官
（
一
警
務
総
長
）
児
島
惣
次
郎
は
、
各
道
憲
兵
隊
長
（
一
警
務
鼠
講
）
に
対
し
、
次
の
よ
う
な
訓
示
を
行
っ
た
。

　
ロ
シ
ア
・
ド
イ
ツ
両
帝
国
の
倒
壊
以
降
、
「
革
命
ノ
新
思
想
」
「
民
族
自
決
ノ
声
」
は
植
民
地
諸
民
族
の
間
に
広
が
っ
て
い
る
。
ひ
る
が
え
っ

て
朝
鮮
の
現
況
を
み
れ
ば
「
所
謂
仁
政
ナ
ル
モ
ノ
ハ
未
タ
必
ス
シ
モ
悉
ク
彼
ノ
謳
歌
ス
ル
所
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
常
二
不
平
不
満
ノ
伏
在
ス
ル
モ
ノ

ア
ル
ヲ
思
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
偏
。
ま
た
、
「
海
外
流
寓
者
」
特
に
「
内
地
留
学
生
」
に
は
「
鮮
麗
ト
気
脈
ヲ
通
シ
テ
勢
力
ノ
向
上
発
展
ヲ
企
図
ス

ル
モ
ノ
亦
紗
シ
ト
セ
ス
」
。
加
え
て
、
「
李
太
王
殿
下
卒
然
鹿
去
セ
ラ
ル
ル
や
流
言
輩
語
ハ
頗
ル
鮮
人
ノ
耳
目
ヲ
聾
動
セ
リ
」
。
今
後
、
情
勢
は

次
の
よ
う
に
推
移
す
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
「
特
高
深
甚
ノ
注
意
ヲ
要
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
革
命
新
思
想
ノ
浸
入
ト
民
族
自
決
主
義
ノ
拡
大
是
ナ
リ
…
…
｛
般
人
心
二
裏
側
ノ
変
化
ヲ
来
シ
彼

ノ
在
外
者
ノ
運
動
…
ト
相
僕
テ
列
国
ノ
同
情
ヲ
喚
起
ス
ル
ノ
虞
ア
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
気
運
一
二
栞
シ
タ
ル
思
相
心
ノ
伝
播
ハ
国
取
モ
］
敏
速
二
民
心
ヲ
激
翫
発
シ
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統
治
上
重
大
ナ
ル
難
局
ヲ
醸
成
ス
ル
ニ
至
ル
ヘ
キ
ハ
蓋
シ
予
想
二
難
カ
ラ
サ
ル
所
縁
リ
」
。

　
確
か
に
、
こ
の
訓
示
の
半
月
後
、
彼
ら
は
三
・
一
運
動
と
い
う
「
統
治
上
重
大
ナ
ル
難
局
」
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
今
日
の
研
究
で

は
、
総
督
府
が
三
・
一
運
動
勃
発
に
至
る
動
向
を
直
前
ま
で
つ
か
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
主
要
宗
教
勢

力
代
表
者
の
秘
密
会
合
や
独
立
宣
言
書
の
印
刷
・
配
布
と
い
う
具
体
的
な
計
画
を
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
は
そ
の
通
り
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
三
・
一
運
動
へ
と
流
れ
込
む
思
想
的
底
流
の
一
端
を
、
憲
兵
警
察
が
そ
れ
な
り
の
危
機
感
を
も
っ
て
察
知
し
て
い
た
こ
と
も
一
方
で

は
事
実
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
こ
と
は
、
憲
兵
警
察
が
、
三
・
一
運
動
を
準
備
し
つ
つ
あ
っ
た
様
々
な
社
会
的
条
件
の
全
貌
を

捉
え
、
そ
れ
に
対
し
て
万
全
の
備
え
を
と
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

　
第
一
に
、
先
述
の
、
一
般
民
衆
の
経
済
的
困
窮
の
度
外
視
と
い
う
限
界
は
乗
り
越
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
時
期
、
そ
れ
は
朝
鮮
支
配
高
輪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

般
に
通
冠
す
る
思
考
様
式
だ
っ
た
か
の
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
宇
佐
美
内
務
部
長
官
は
一
八
年
末
の
寺
内
宛
書
簡
で
、
ウ
ィ
ル
ソ

ン
米
大
統
領
の
民
族
自
決
宣
言
が
国
外
朝
鮮
人
を
刺
激
し
、
国
内
朝
鮮
人
に
も
「
口
外
こ
そ
せ
ざ
れ
心
裡
に
ハ
何
等
か
の
快
感
を
与
ひ
居
る
」

こ
と
を
か
な
り
正
確
に
指
摘
し
な
が
ら
も
、
下
層
民
の
経
済
状
態
を
次
の
よ
う
に
見
て
い
た
。

　
「
物
価
の
高
騰
ハ
朝
鮮
に
有
り
て
も
徒
食
者
及
俸
給
生
活
者
に
至
大
の
苦
痛
と
不
安
と
を
与
へ
居
り
候
も
副
業
の
発
達
と
労
銀
の
騰
貴
と
ハ

下
層
民
の
生
活
に
余
裕
有
ら
し
め
殊
に
米
価
騰
貴
に
伴
ふ
農
家
の
景
気
ハ
実
に
素
張
ら
し
き
も
の
有
之
と
の
こ
と
に
御
座
候
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
恐
ら
く
こ
の
夏
京
城
で
生
じ
た
米
騒
動
の
こ
と
な
ど
念
頭
に
な
い
宇
佐
美
に
と
っ
て
、
同
時
期
の
社
会
的
変
動
と
は
、
「
貨
財
的
物
質
的
に

ハ
多
少
好
景
気
を
与
へ
た
る
」
こ
と
と
「
精
神
的
思
想
的
に
ハ
油
断
な
ら
ぬ
悪
影
響
を
及
ぼ
し
た
る
」
こ
と
と
い
う
あ
く
ま
で
対
照
的
な
二
面

を
も
つ
も
の
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
宇
都
宮
太
郎
朝
鮮
軍
司
令
官
の
認
識
も
見
よ
う
。
宇
都
宮
の
場
合
、
日
本
本
国
の
米
騒
動
に
触
れ
た
後
、
京
城
の
そ
れ
に
も
言
及
す
る
が
、

そ
れ
を
単
な
る
「
ボ
ヤ
」
と
片
付
け
、
朝
鮮
社
会
の
思
想
動
向
の
方
に
関
心
が
向
か
う
点
、
や
は
り
同
一
線
上
に
あ
る
と
い
う
べ
き
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ボ
　
ヤ

　
「
京
城
も
類
似
ノ
小
火
有
之
直
二
鎮
定
ハ
致
候
へ
共
煽
動
者
中
二
耶
蘇
教
青
年
会
員
ア
ル
一
様
徒
等
ノ
真
精
神
ヲ
暴
露
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
申
ス
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ヘ
ク
将
来
獅
子
身
中
ノ
虫
ハ
必
ス
此
種
ノ
徒
輩
ナ
ル
ヘ
キ
ノ
感
ヲ
益
々
切
実
ナ
ラ
シ
ム
ル
次
第
二
御
座
候
」
（
ル
ビ
は
原
文
の
ま
ま
）
。

　
第
二
の
問
題
点
と
し
て
、
限
ら
れ
た
宗
教
・
知
識
人
層
を
警
戒
対
象
と
し
た
こ
と
と
か
か
わ
っ
て
か
、
前
々
章
に
み
た
末
端
人
員
・
機
関
の

不
足
状
態
を
解
消
す
る
こ
と
を
、
憲
兵
警
察
機
構
は
と
り
た
て
て
差
し
迫
っ
た
課
題
と
感
じ
て
は
い
な
か
っ
た
。
一
九
一
七
年
三
月
、
警
務
総

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

長
（
1
1
憲
兵
隊
司
令
官
）
古
海
藁
座
は
、
寺
内
首
相
宛
書
簡
の
中
で
、
「
朝
鮮
警
察
界
モ
併
合
粗
卑
勢
二
任
セ
置
ク
へ
き
ニ
ア
ラ
サ
ル
演
目
御
熟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

知
之
次
第
就
テ
ハ
一
段
緊
縮
整
理
農
業
」
と
述
べ
た
（
も
っ
と
も
、
同
年
一
月
既
に
着
手
し
て
い
た
と
い
う
「
整
理
」
は
ご
く
小
規
模
の
も
の
だ
っ
た
と

思
わ
れ
る
）
。
ま
た
、
大
戦
景
気
の
波
及
に
よ
り
、
一
九
一
八
年
度
を
境
に
総
督
府
の
財
政
政
策
は
積
極
化
の
兆
し
を
見
せ
、
警
察
関
係
費
も
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

定
の
伸
び
を
示
す
が
、
特
に
人
員
・
機
関
の
拡
張
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
（
前
掲
表
－
、
2
）
。

　
ま
た
、
か
ね
て
朝
鮮
駐
箭
憲
兵
隊
の
縮
小
の
意
向
を
漏
ら
し
て
い
た
本
国
陸
軍
省
も
、
こ
の
時
期
に
一
応
の
結
論
に
達
し
て
い
た
。
寺
内
内

閣
倒
壊
後
、
一
九
一
八
年
九
月
に
組
閣
し
た
原
敬
は
、
持
論
の
「
内
地
延
長
主
義
」
に
の
っ
と
り
植
民
地
官
制
改
革
に
乗
り
出
す
が
、
そ
の
積

極
的
協
力
者
と
な
っ
て
い
た
田
中
義
一
陸
相
は
、
一
九
年
初
め
憲
兵
警
察
制
度
に
関
す
る
調
査
結
果
を
明
ら
か
に
し
た
（
四
一
・
衆
・
予
算
委
第

四
分
科
会
（
三
）
、
1
9
・
2
・
4
、
高
木
正
年
の
質
疑
に
対
す
る
答
弁
）
。

　
ロ
シ
ア
革
命
の
影
響
が
朝
鮮
に
波
及
せ
ん
と
す
る
今
、
「
憲
兵
ヲ
引
揚
ゲ
ル
ト
云
フ
事
ハ
、
置
酒
今
日
ノ
時
節
二
於
テ
、
朝
鮮
ノ
統
治
上
大

ナ
ル
影
響
ヲ
及
ボ
シ
バ
セ
ヌ
カ
」
。
ま
た
、
憲
兵
警
察
制
度
下
で
の
文
官
警
察
と
憲
兵
の
司
法
警
察
・
行
政
警
察
に
お
け
る
効
率
性
お
よ
び
両

者
の
対
費
用
効
果
な
ど
を
比
較
検
討
す
る
と
、
憲
兵
の
方
が
二
日
ノ
長
ガ
ア
ル
」
。
も
っ
と
も
、
憲
兵
の
廃
止
は
時
期
尚
早
と
し
て
も
「
経

｛
費
ノ
減
一
額
ヲ
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
方
法
が
右
一
リ
ハ
セ
ヌ
カ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
出
乃
ヘ
テ
居
り
マ
ス
」
。

　
当
時
期
の
社
会
変
動
は
憲
兵
警
察
制
度
の
必
要
性
を
陸
軍
に
確
認
さ
せ
る
一
契
機
と
な
っ
た
も
の
の
、
同
時
に
、
憲
兵
費
削
減
も
な
お
考
慮

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
そ
の
場
逃
れ
の
答
弁
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
一
八
年
度
以
降
憲
兵
費
が
む
し
ろ
憲
兵
警
察
関
係
費
の
中
で
の

比
重
を
低
下
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
窺
わ
れ
よ
う
（
前
掲
表
－
）
。
い
わ
ば
朝
鮮
支
配
者
に
と
っ
て
、
朝
鮮
人
の
思
想
的
動
揺
に
対
応
す
る

こ
と
と
治
安
維
持
力
の
削
減
と
は
両
立
可
能
な
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
ま
も
な
く
起
こ
る
三
・
一
運
動
は
そ
の
よ
う
な
認
識
を
根
底
か
ら
覆
す
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こ
と
に
な
る
。

①
　
小
林
英
夫
「
一
九
一
〇
年
代
後
半
期
朝
鮮
社
会
経
済
状
態
」
（
『
日
本
史
研
究
』

　
第
一
｝
八
号
、
　
一
九
七
　
年
四
月
）
、
6
ー
ロ
土
層
二
九
一
〇
年
代
階
級
構
成
斗

　
労
働
者
・
重
石
運
動
」
（
韓
国
歴
史
研
究
所
・
歴
史
問
題
研
究
所
編
『
三
・
～
民

　
族
解
放
運
動
研
究
』
青
年
社
、
　
一
九
八
九
年
）
、
朴
聲
勝
『
韓
国
近
代
政
治
思
想

　
史
研
究
』
（
歴
史
批
評
社
、
一
九
九
二
年
）
第
二
章
。

②
朝
鮮
総
督
府
『
総
督
調
朝
集
』
第
二
輯
（
一
九
　
六
年
）
一
四
六
頁
。

③
司
捲
。
て
「
《
毎
日
申
報
》
帽
堺
誹
せ
三
・
～
運
動
直
前
斜
社
会
状
況
」

　
（
『
韓
国
独
立
運
動
史
研
究
』
第
四
集
、
一
九
九
〇
年
一
　
月
）
二
〇
〇
頁
、
参
照
。

④
　
弓
削
幸
太
郎
内
務
部
学
務
局
長
は
、
『
毎
日
申
報
』
（
1
9
・
1
・
1
6
）
所
載
の
談

　
話
で
、
地
方
に
よ
り
ぱ
ら
つ
き
は
あ
る
が
公
立
普
通
学
校
に
「
著
し
く
自
発
的
就

　
学
者
が
多
く
な
っ
た
」
と
し
、
普
通
学
校
増
設
の
ペ
ー
ス
を
上
げ
る
計
画
を
明
ら

　
か
に
し
て
い
る
。

⑤
　
矢
野
助
蔵
「
朝
鮮
に
於
け
る
憲
兵
と
其
の
改
善
に
就
て
」
（
『
軍
事
警
察
雑
誌
』

　
第
｝
　
巻
第
七
号
、
一
九
一
七
年
．
七
月
）
一
九
～
二
〇
頁
。

⑥
歩
柄
爽
「
三
二
運
動
州
則
奄
日
本
政
麿
潮
政
策
」
（
前
掲
『
三
・
一

　
運
動
五
〇
周
年
紀
・
怠
明
目
集
』
）
四
一
六
頁
。

⑦
「
朝
鮮
総
督
府
警
務
総
監
都
内
訓
の
件
」
（
陸
軍
省
『
面
輪
日
記
』
T
八
一
一
）
。

③
寺
内
正
毅
宛
宇
佐
美
勝
夫
講
簡
（
1
8
・
1
2
・
3
0
、
『
寺
内
正
毅
関
係
文
霞
』
三

　
四
二
…
一
六
、
圏
園
ム
瓜
図
勲
周
重
工
恵
政
資
料
雄
電
所
蔵
）
。

⑨
吉
岡
吉
典
「
米
騒
動
と
朝
鮮
」
（
一
）
（
二
）
（
『
朝
鮮
研
究
』
第
四
一
、
照
五
号
、

　
一
九
六
五
年
七
、
　
～
二
月
μ
）
。

⑩
田
中
義
一
宛
宇
都
宮
太
郎
霜
傭
（
1
8
・
8
・
3
0
、
『
世
尊
義
一
関
係
文
齋
』
第

　
二
九
冊
、
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
）
。

⑪
　
寺
内
正
毅
宛
古
海
望
潮
譲
簡
（
1
7
・
3
・
2
4
、
『
寺
内
正
毅
関
係
文
書
』
五
七

　
1
一
）
。

⑫
増
加
分
は
空
と
し
て
巡
査
や
憲
兵
補
助
員
ら
末
端
職
員
の
俸
給
引
き
上
げ
に
あ

　
て
ら
れ
た
（
　
九
年
度
当
初
予
算
案
、
『
茸
雲
申
報
』
1
8
・
1
2
・
2
9
）
。

64　（900）

お
　
わ
　
り
　
に

　
本
稿
で
武
断
政
治
の
規
定
要
因
と
見
な
し
た
、
植
民
地
財
政
の
緊
縮
と
独
立
運
動
の
消
長
と
い
う
二
条
件
は
、
単
に
憲
兵
警
察
機
構
を
抑
制

す
る
ぽ
か
り
で
な
く
、
そ
の
存
続
を
可
能
に
し
ま
た
そ
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
要
素
も
含
ん
で
い
た
と
い
う
点
で
、
複
合
的
な
性
格
を
も
つ
も

の
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
第
一
の
条
件
に
関
し
て
い
え
ば
、
併
合
前
の
憲
兵
増
強
と
憲
兵
補
助
員
創
設
、
　
一
九
＝
年
の
分
散
配
置
の
採
用
に
よ
っ
て
、
人
員
の
確

保
・
末
端
機
関
の
展
開
を
一
応
完
了
し
た
憲
兵
警
察
機
構
は
、
以
後
、
武
断
政
治
期
の
大
部
分
の
時
期
、
緊
縮
財
政
故
の
末
端
機
関
の
不
足
感

と
そ
れ
に
派
生
す
る
様
々
な
問
題
を
抱
え
た
。
し
か
し
他
方
で
、
財
政
緊
縮
方
針
は
、
総
督
府
当
局
に
対
費
用
効
果
と
い
う
点
か
ら
憲
兵
警
察
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機
構
存
続
論
を
主
張
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
さ
ら
に
実
際
に
は
、
限
ら
れ
た
予
算
の
枠
内
で
地
方
行
政
費
を
し
の
ぐ
予
算
が
憲
兵
警
察
関
係

に
投
入
さ
れ
続
け
た
こ
と
は
、
実
質
的
な
地
方
支
配
者
と
し
て
の
憲
兵
警
察
の
地
位
を
固
め
る
方
向
に
も
働
い
た
。

　
第
二
の
独
立
運
動
の
退
潮
と
い
う
条
件
は
、
朝
鮮
の
「
平
穏
」
化
に
伴
っ
て
強
力
な
武
力
機
構
は
不
要
に
な
っ
た
と
す
る
批
判
を
一
部
か
ら

引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
総
督
府
側
は
治
安
状
況
を
必
ず
し
も
楽
観
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
一
〇
五
人
事
件
に
よ
る
秘
密
結
祉
の

壊
滅
、
残
存
義
兵
討
伐
過
程
に
お
け
る
民
衆
の
非
協
力
な
ど
を
契
機
に
民
衆
掌
握
と
い
う
課
題
を
改
め
て
設
定
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
高
等

警
察
機
能
を
重
点
化
し
た
憲
兵
警
察
は
、
併
合
初
期
に
築
い
た
日
常
的
支
配
体
制
の
も
と
、
教
育
や
宗
教
な
ど
の
側
面
に
重
点
を
置
き
な
が
ら

民
衆
生
活
へ
の
干
渉
を
行
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
憲
兵
警
察
機
構
は
、
第
一
次
大
戦
期
、
社
会
思
潮
の
変
動
に
目
を
向
け
、
ロ
シ
ア
革
命
や
民
族
自
決
主
義
の
影
響
を
か
な
り
的

確
に
察
知
す
る
が
、
反
面
、
一
般
民
衆
の
経
済
的
窮
境
を
度
外
視
す
る
と
い
う
限
界
を
抱
え
、
ま
た
、
一
九
一
八
年
度
以
降
の
総
督
府
予
算
の

拡
大
に
も
か
か
わ
ら
ず
機
構
の
拡
張
に
消
極
的
な
姿
勢
を
と
っ
た
。

　
さ
て
、
こ
の
後
、
三
・
一
運
動
に
お
い
て
、
総
督
府
権
力
は
宋
端
治
安
維
持
力
の
強
化
と
い
う
課
題
を
突
き
つ
け
ら
れ
、
憲
兵
警
察
制
度
の

普
通
警
察
仕
度
へ
の
改
編
過
程
に
お
い
て
、
総
督
府
文
官
官
僚
と
本
国
内
務
点
画
を
担
い
手
に
そ
の
実
現
を
は
か
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
一

九
二
〇
年
代
の
「
文
化
政
治
」
期
、
強
化
さ
れ
た
警
察
機
構
は
、
仕
切
り
直
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
民
衆
掌
握
と
い
う
問
題
に
ど
う
立
ち
向
か

お
う
と
す
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
轡
字
文
愚
学
部
助
手
　
掌
訟
偶
申
叩
五
ケ
｛
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The　Gendarme－dominated　Policing　System　in

　　　　　　　　　Colonial　Korea　（1910－1919）

by

MATsuDA　Toshihiko

　　The　gendarme－dominated　policing　system（憲兵高度），　a　symヒ01ic　ap・

paratus　cf　Japa’nese　militarY　rdle　in　colonial’Korea，　Was　gre’atly　infuenced

by　factcrs　unique　to　the　1910’s．

　　First，　the・curtailed　budget　in　the　early　days　of　coloniai　period　did

not　allow　the　police　to　have　more　manpower　than　was　necessary　to

supPress　the　Korean‘l　Righteous　Army”（義兵）in・1907．　In　addition，

the　tight　budget　did　／not　allow　the　colonial　government　to　expand　police

stations　except　immediately　after　the　annexation　of　KOrea．　Disburse－

ments　．　for　the　police　exceeded，　however，　that　fot　local　administratiVe

organizaticns，　and　therefore　gendarmes　and　policemen　played　a　role　in

administrative　matters．

　　Second，　the　anti－Japanese・movements　decreased　after　the　annexation．

While　some　critics　claimed　・that　a　powerful　・police　system　was　not

suitable　for　a　“peaceful”　Korea，　the　colonial　police　did　not　share　their

optimistic・　view．　lnstead，　the　pOlice　frequentiy　intervened－in　religious

and　educational　matters　in　order　to　prevent’ 狽?ｅ　recurrence　of　an　inde－

pendence　moveMent．

　　During　World　War　1，　gendarmes　and　police　remained　cautions，　for　the

Russian　Revolution　and　the　priciple　of　self－determination　elucidated　by

Wilscn　in　his　14　points　were／　not　political　movements　whose　ideology

was　conducive　to　the　continuation　of　Japanese　colonial　’rule．　But　the

police　oMcials　’failed　to　notice　the　extreme．poverty　of　Korean　populace

and，　as　a　result，　they　didn’t　・find・・any　need／・to　strengthen　the　police

force．／　lt　wa．s　not・unti1　the　March　First　Movement　that　they．　recognized

the　inadequacy　of　police　power　in　community　control．
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